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平成20年度 包括外部監査の結果及びこれに対して講じた措置

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター（所管課：街路公園課）

結果の内容 左記に対して講じた措置

【ビジョンの明確化と採算性】 将来にわたっての公園のあり方を採算性の

バラ園など観光施設としての機能を有す 観点等も踏まえて検討していますが、区域有

る施設とその他のエリアを区分し、その目 料か施設有料かについては、公園計画策定時

的に応じ採算性などを検討していく必要が （平成 7年度）において検討されており、施
ある。 設有料の方法は、料金の複数回数の徴収が利

具体的には、現在は公園全体を利用する 用者に実際以上の負担を感じさせることから

サービスの対価として入り口で料金を徴収 取りやめとなったものです。しかし、現在は

しているが、今後はバラ園（植物園）や観 計画策定時には想定外であった指定管理者制

光施設としての展望台（タワー）などを都 度が導入されており、それぞれの施設の目的

市公園部分（無料）と分離し、それぞれ料 に応じ採算性をモニタリングし、施設の設置

金を都市公園部分は無料、観光施設につい 運営の是非を検証していきます。

てはそれぞれ料金を徴収する方法に変更し、

目的に応じ採算性をモニタリングするとと

もに、それぞれの施設の設置運営の継続性

を検証する必要がある。

【財団の今後の方向性（財団の必要性）】 花フェスタ記念公園は県営公園であり、地

県と可児市の運営費負担の割合を見直し、元市町に対して費用負担を求めることは考え

公平に費用負担するよう努める必要がある。ておりません。

「花フェスタ」等のイベントが無い場合 なお、費用対効果の面から、平成 21 年度
には、費用対効果の考えで維持管理に関す については、指定管理料について、イベント

る支出を縮小する必要があると考えられる。・広報の費用を削減したほか、維持管理費に

また、県と財団が密接な関係であること ついても縮減を図り、平成 20 年度に比し
は指定管理者制度における公平性を害する 103,523千円の節減を図りました。
可能性がある。今後、県と財団との関係を また、財団のあり方については、現在、財

整理し、自立性を確保すると共に、指定管 団の主たる業務となっている公園管理業務に

理者制度による民間業者の参入により財団 ついて、県において、財団を指定管理者とす

存続の必要性が乏しくなった場合には財団 る特定者指名方式から、平成 23 年度以降は
の廃止を検討する必要がある。 公募方式による指定管理者制度の導入を念頭

さらに、現在の活動内容が、主として県 に検討しており、それと並行して、平成 20
の施設の管理や県からの受託事業である状 年度から県が取り組んでいる「外郭団体に対

態では公益性に乏しい状態であるため、税 する県関与の抜本的見直し」の中で、当該財

制上の優遇措置等がある公益財団法人・公 団についても今後のあり方を検討しておりま

益社団法人に移行することは困難であると す。

考えられる。従って、財団は、現在の業務

内容から、今後公益法人制度改革により公
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益財団としての存続が困難であることも考

慮し、財団の必要性を検討（財団の廃止）

するべきである。

【花の都ぎふ推進基金】 花の都ぎふ推進基金は、県の「花の都ぎふ」

財団が行う事業については、県民の負担 運動の促進を目的とした基金であり、基金を

を最小限にするために、基金の使用を優先 運用しその運用益により、地域及び県民の活

させ補助金及び受託料の支給を停止させる 性化に役立ててまいりました。

か、または補助金及び受託料により発生し 現在では、「花の都ぎふ」運動は、県民へ

た過去の剰余金である基金相当額を県に寄 の定着が図られつつあり、今後は民間主導で

付（返還）する必要がある。 の活動が期待されることから、基金造成等の

現在適用されている規程では基金の使用 際の岐阜県負担分について、理事会の承認を

目的に公園の維持管理費等が含まれていな 得た後、県に寄付することとしております。

いため、今後基金を維持管理等に使用、ま

たは、実質的に過去の剰余金相当額である

基金を県へ寄付（返還）することはできな

い。従って、県は理事会に働きかけること

により規程を変更させ、基金相当額につい

て整理し、資金を県民のために有効に活用

する必要がある。

【PR活動】 従来から年 2回、直接聞き取りにより来園
PR 活動の効果の測定として、PR 活動に 者の満足度調査等のアンケートを実施してお
よりどの程度周知されているかなどの効果 り、平成 21年も 6月に実施し、10月にも実
の測定を行っていない。公園の知名度普及 施する予定です。年齢、性別、住所等の基本

のための PR であるから本来、来場者に対 事項、施設管理運営に関する満足度、公園を
するアンケートを実施し、如何なる広報（新 知ったきっかけ、来園のきっかけ等について

聞、テレビ、ホームページなど）により公 調査したところ、「以前から知っていた」（41.4
園について知ったかなどの情報を収集する ％）、「家族、友人から聞いた」（21.3 ％）と
必要がある。 いう回答の他、「新聞・テレビ・ラジオの記

現在実施しているアンケートの内容をさ 事・番組を見て」（9.9％）、「新聞広告を見て」
らに充実かつ回数を増加させ、PR活動の効 （8.0 ％）という結果でした。今後とも、キ
果の測定を行い、さらには来場者だけでは ャンペーン会場や PR ブース等で、公園の知
なく、無作為に抽出した県民に対して、公 名度、印象等のアンケートを実施し、公園の

園の知名度、印象などのアンケートを実施 運営に役立ててまいります。

する必要がある。 コスト削減のためにゲートを閉鎖すること

また、採算性の向上のため、冬季は現在 は、公園の風評の低下を招くことから実施し

常時開設している 2 つのゲートを 1 つにす ませんでしたが、試行として平成 21 年 1 月
るなどのコストカットを行わなくてはなら 中に東ゲートを閉鎖して、その影響を調査し

ない。PR活動を通じ、来場者を拡大させる たところ、来園者への特段の混乱は聞いてお

か、維持管理の規模を縮小させるかの判断 りませんが、一部出店業者から営業上のクレ

が重要であるといえる。 ームがありました。今後とも採算性の観点、
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風評問題、来園者の利便性等多方面から慎重

に検討を重ねてまいります。

【指定管理者制度における事業評価】 現在、県で統一した指定管理者（業務）の

事業評価は客観性を担保するために項目 評価方法（評価の観点、評価項目等）につい

ごとに数値化し、点数をつける方法が客観 て検討中であります。

性があり好ましいと考えられる。また、財 これが決定しましたら、次回よりこれに沿

団は事業報告書を作成し、その中で事業計 って評価を行ってまいりたいと考えておりま

画と事業の実績等を比較しているが、単に す。

結果の報告資料であり、事業評価とはなっ

ていない。

今後、事業評価の正確性及び客観性、検

証可能性のため、街路公園課は事業評価基

準を作成し、各項目を 5 段階に評価するな
どの点数を用いるなどの方法を用いるべき

である。

その他に県民に対して無作為アンケート

を行い、来場経験の有無や評判、施設の必

要性などを 5 段階程度で評価し、各種要望
などのソフト面のニーズを把握し経営に役

立てる必要がある。

【指定管理料の決定方法】 平成 21 年度において、公園施設の管理に
指定管理料の決定時に指定管理業務に費 ついての検討を行い、管理水準について必要

やされる支出予定額を正確に吟味するとと 最小限の園地管理を実施することで経費削減

もに、3 年間の指定管理料を定額にするの に努めたほか、公園の利用促進を図るために
ではなく、常時見直し、当初予算と事業規 実施していた外部イベントの廃止、広報活動

模が乖離した場合には金額を改定する必要 の縮小等を行い事業規模の圧縮を図ることと

がある。 しました。

この結果、平成 21 年度の指定管理料につ
いて、平成 20 年度に比べ 103,523 千円を減
額しました。

【非常勤理事の出席状況】 財団や花フェスタ記念公園の管理運営にお

理事の削減を図り、真に財団のことを検 いて、広く意見を求めることが必要であり、

討できる理事のみによる円滑な意思決定が そのために県内の各界・各階層より選定した

可能な役員組織にしていくべきである。 団体の代表者にお願いしております。

平成 21 年 3 月の役員改選時にも、前述の
方針により協議検討した上で、理事 19人（非
常勤 17 人）に就任いただき、財団や花フェ
スタ記念公園の管理運営について意見をいた

だいております。

【理事の代理出席、書面表決】 欠席理事については、出席について回答が
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欠席理事については代理出席または書面 ない場合も含め、前日までに書面表決若しく

表決を促し、少なくとも情報交換を交わす は代理人の出席（陪席）の確認をとることと

ようにすべきである。 しております。

当日になって緊急・急用等で欠席となる場

合にあっても書面表決若しくは代理人の出席

（陪席）で対応できるよう努め、情報交換が

できるよう努めております。

【時間外勤務簿、休日勤務及び夜間勤務命 平成 19 年度においては、命令権者の押印
令簿の記載】 漏れが散見されたため、平成 20 年度より命
「時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命 令簿を総務課へ提出する前に、各個人及び上

令簿」の命令権者の印、命令権者の検印の 席者において再度命令印の確認を行うよう徹

押印漏れが散見された。 底しています。総務課においても複数人によ

上席者は時間外勤務、休日勤務及び夜間 るチェックを徹底して行っています。

勤務時間の正確性をチェックし、チェック

が完了したことを証拠として残す意味で「時

間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿」

に承認印を必ず押印することが必要である。

こうした運用上の誤りを回避するために

は、次のような対策を講じるべきである。

（ア）チェック実施者を複数とし相互牽制

機能を働かせる

（イ）庶務担当者による月次チェックの前

に、各職員本人による確認を周知徹底する

【県派遣職員の給料の処理】 県派遣職員に係る人件費等の経費負担につ

県派遣職員の人件費も財団で負担すべき いては、「公益的法人等への一般職の地方公

であり、必要とあらば同額だけ補助金受取 務員の派遣等に関する法律」第 6 条第 2 項
額を増額すべきである。 及び「岐阜県公益法人等への職員の派遣等に

関する条例」第 4 条第 1 項に基づき県が負
担することとしております。

【花の都ぎふ推進基金助成事業の助成期間 類似性の高い団体及び近傍地での施工箇所

を超過した補助】 ではあったが、あくまで別団体であり、同一

補助金交付要綱によれば、補助金の助成 箇所ではないことから助成対象としたもので

期間は連続 2 年以内とされているが、過去 す。申請書等に実施施工箇所を明確に記載す
の補助金交付先に連続 2 ヵ年超えで補助金 るよう、平成 21 年 2 月に要綱等の改正を実
が交付されている類似性の高い団体が存在 施し、より的確に審査できるようにしました。

しており、実質的には規定する要件に合致

していないものと判断される。

財団がこの積極的な地域活動を今後も支援

するということであれば、要綱の要件を改
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定することが必要である。または、補助金

交付の機会の公平性を考えるならば、当団

体に対する補助金の交付は取りやめ当団体

が属する市と地域住民による自主財源で行

っていく必要がある。

【花の都ぎふ推進基金助成事業の支出明細 平成 21 年 2 月に要綱等の改正を実施し、
書の算出基礎が不明瞭】 申請書・実績報告書等の様式を全て統一し、

実績報告の支出明細書の様式が統一され 書面で確認できるようにしました。

ておらず明瞭性に欠ける。今後は様式の統

一が必要である。その際、物品の購入単価

と数量を明記し算出基礎を明確にし、財団

ごとに比較可能性を確保することが求めら

れる。財団はこのように作成された書類を

チェックする際、単価が不当に高くないか、

無駄な支出がされていないか等調査するこ

とが必要である。

【大垣 花華回廊事業の補助対象外経費】 平成 21 年 2 月に要綱等の改正を実施し、
事務局費の領収書が添付されておらず、 申請書・実績報告書等の様式を全て統一し、

その内容が明確でないにも係らず補助対象 事業に要した経費が明確に把握できるように

経費として認められていた。 すると共に、助成対象経費を限定列挙して明

このような経費は内容が不明瞭であるの 確にしました。

で補助金交付団体に問い合わせて補助対象

経費として良いか検討すべきである。

【花の都ぎふ推進基金助成事業の現場視察】 平成 20 年度助成事業については、助成団
当該事業の検査について、現場視察も実 体に対し抽出により現地確認を実施しまし

施すべきではないか。 た。また、平成 21 年度においても、実績報
何件かのサンプルを抽出し事業現場に赴 告のあった助成団体について現地確認を実施

き徴収資料に虚偽の報告がないかの視察を しており、今後も引き続き抽出により現地確

実施しその報告書をまとめるべきである。 認を実施します。

また、補助金の交付趣旨に適合した事業が

行われているかチェックをすべきである。

特に複数年にわたり補助金を交付している

先については現場視察を実施し、徴収資料

の内容の確認と補助金の交付趣旨に適合し

た事業であるかのチェックをすべきである。

【花フェスタ記念公園の公園管理運営委託】 現在においても入札制度の趣旨を踏まえ、

委託業務について、委託先は非常に限定 (財)花の都ぎふ花と緑の推進センター会計処

的であることに加え落札率も高水準で推移 理基準に基づき適正に入札参加数を確保し、

しており、入札の実効性が確保されていな 厳正に委託先を決定していますが、公園管理

い可能性がある。そのため指名業者を再検 業務の特殊性から指名できる業者そのものが
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討するなど、入札の実効性を確保できるよ 限られることもあります。

う改善する必要がある。 なお、地元経済振興の観点から近隣の業者

を優先しつつ、参加者の広域地域での選定や

参加者数を増やしています。

【花フェスタ記念公園イベント関連業務委 年間のイベント・広報の企画・実施を同一

託】 業者に一括して委託することで統一感を持っ

14 件のイベント実施委託が行われている たイベント・広報をより効果的かつタイムリ
がその効果は芳しくなく、その実施の良否 ーに PRできるというメリットがあります。2
に関し適宜適切な検討が行われていない。 年間同一タレントをイメージキャラクターと

財団では各種のイベントを実施すること することで公園のイメージアップにもつなが

で公園の周知や入場者数の増加を図ってい りましたが、来園者ニーズに対しより細やか

るが、費用対効果が認められない。そのた な対応が反映しにくいことや所要額が高額で

めまずイベントの開催に関し見直しをした もあることから、平成 21 年度は年間委託を
上で、今後イベントを開催するにあたって 廃止しました。

はその中身や採算性を慎重に吟味すべきで 今後とも、費用対効果面を検討しながら、

ある。 バラの公園に相応しい職員による手作りイベ

ント、地域に根ざしたイベントを企画・運営

します。また、地元自治体、団体主催イベン

トや持込みイベントを積極的に誘致します。

【花フェスタ記念公園広報関連業務委託】 公園でのイベント・広報を早期に、効果的

広報活動に対しても多額の委託料が支出 に PR するため、年間のイベント・広報業務
されているが、その効果は不明である。そ を同一業者に一括して委託していました。2
のため広報活動についても改めて見直しを 年間同一タレントをイメージキャラクターに

した上で、今後は効果のあるものだけに限 起用してテレビ CM、新聞広告等で PR をす
定して行うべきである。 ることで、公園をより強く PR することがで

き、来園者の増加につながりました。公園の

イメージづくりが醸成できたこともあり、平

成 21年度は年間委託を廃止しました。
今後は、地元新聞社、放送局等の報道機関

との連携をさらに強化し、定期的な情報提供

による広報の展開やホームページを充実し、

リアルタイムの公園情報を提供していくこと

に努めます。

【資産管理体制の整備】 備品管理については、備品異動があった場

保有する資産に関しまだ不明な点が存在 合、備品登録・廃棄等の調書作成、台帳変更、

する。 シール貼付（新規の場合）の業務を行ってい

例えば西ゲート発券機は一部がレンタル ます。また消耗品扱い（2 万円以下）で購入
品であるにも拘らず自己所有資産用の備品 したものについては、備品シールを貼付して

シールを誤って貼っていたり、茶室の手提 いません。

げ金庫は同種の現物が 2 つあるにもかかわ 従って、レンタル品については、自己所有
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らずリスト上は 1 つとなっているなどであ 資産と区分して管理しています。なお、手提
る（1 つは消耗品扱いとしてリスト計上さ げ金庫については、備品として管理し、備品
れていない）。そのためまず財団として所有 シールを貼付済です。さらに平成 20 年度中
している資産を明らかにして、適切な資産 に財団固定資産・備品調査を完了し、固定資

管理ができる体制を整える必要がある。 産台帳・備品台帳は修正済みです。

【固定資産と物品の区分】 備品購入時に、10 万円以上を固定資産台
固定資産と物品の区分が適切になされて 帳に、2 万円以上 10 万円未満を備品台帳に

いないものがある。物品とは有形固定資産 各々記載するのが原則ですが、一括した管理

以外の物と定めているため固定資産として を行った方が便宜上漏れがないことから、備

計上されている資産に関しては物品として 品台帳には固定資産分も記載していました。

管理するのではなく固定資産として管理す 平成 20 年度中に固定資産台帳・備品台帳を
べきである。しかし、ミュージアム簡易ス 修正し、固定資産と物品の適切な区分を行っ

テージやノートパソコンなどは固定資産と ています。

して計上されている資産であるにも拘らず、

物品として管理されてしまっている。その

ため固定資産と物品を適切の区分した上で

管理を徹底するよう改善する必要がある。

【備品票】 屋外で使用する物品や移動が多い物品につ

備品票が貼付されていないものが散見さ いては、シールが剥がれている場合が散見さ

れるため、財団所有の資産については備品 れたので、平成 20 年度中に財団固定資産・
票を貼付し適切に管理する必要がある。 備品調査を完了し、再度シールを貼付しまし

た。

【固定資産、物品の台帳整備】 備品購入時に、10 万円以上を固定資産台
物品品目別一覧表に固定資産と物品が混 帳に、2 万円以上 10 万円未満を備品台帳に

在している。 各々記載すべきですが、一括した管理を行っ

物品品目別一覧表には固定資産として計 た方が便宜上漏れがないことから、備品台帳

上されているものは含めずに作成して管理 には固定資産分も記載していました。平成 20
する必要がある。 年度中に固定資産台帳・備品台帳を修正しま

また、レンタル物品も物品品目一覧表に した。なお、レンタル物品についても、自己

混入してしまっているが、レンタル物品に 所有資産と区分して管理しています。

関しては自己所有資産と区分して管理する

必要がある。

【固定資産、物品の現物照合】 平成 18 年度に現物実査を行いましたが、
平成 19年度は、固定資産の現物との照合 平成 20 年度は 21 年 1 月中旬より財団固定
が実施されていない。 資産・備品調査を行い始め、この調査を平成

固定資産の現物との照合は毎年必ず実施 20 年度中に完了しました。なお、調査時に
する必要がある。 は使用状況も同時に確認し、適正管理に努め

また、現状では照合に当たり現物の有無 ています。

のみを確かめており、陳腐化していないか
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などの状態の確認や、遊休資産か否かなど

の使用状況の確認がなされていない。使用

状況の確認も併せて実施すべきである。

物品の現物との照合も平成 19 年度は実施
されておらず、毎年必ず実施する必要があ

り、その実施にあたっては物品の状態や使

用状況にも留意する必要がある。

【固定資産、物品の売却、除却、廃棄】 平成 18 年度以前は財団本部がふれあい会
平成 19 年にプリンター 2 台を処分した 館にあり、本部分と公園事務所分でそれぞれ
として物品不要決定調書で廃棄の決裁を受 台帳整理を行っていました。平成 18 年度に
けているが、当該資産は台帳上１台しか所 財団本部が花フェスタ記念公園内に移った際

有してないこととなっている。廃棄の決裁 に生じた、プリンター 1台の不突合について
段階においても台帳との整合性を確かめて は、台帳の統合整理時の記帳漏れと思われま

実態に即した処理をするよう修正する必要 す。平成 20 年度中に台帳整理を完了し、適
がある。 正な管理に努めています。また、備品廃棄時

さらに、固定資産の売却、撤去、廃棄に には、規定に従い理事長への報告書を作成し

関する理事長への報告書が作成されていな ています。

い。そのため今後は規定に従って適切に実

施する必要がある。

（財）岐阜県建設研究センター（所管課：建設政策課）

結果の内容 左記に対して講じた措置

【各事業区分における原価計算】 平成 21 年 4 月 1 日より各事業に係る人員
事業に係る人件費が各事業に配賦されて 配置を基に人件費を配賦し、事業収支を把握

いないため、事業ごとの適正な原価計算が ・管理できる管理表を作成し適正な執行管理

作成されていない。本来、各事業の適正な を行っています。

収支を把握するために、事業ごとに人件費

の工数等を集計し、実際に事業に費やした

コストを集計記載する必要がある。

財団の事業に係る支出金額の多くは人件

費が占めており、事業成果を正しく認識す

るために、事業に係る重要経費である人件

費を適正に配賦（直課）し、適正な事業収

支（管理費控除前）を把握する必要がある。

【設計積算等事業の採算性】 平成 19 年度から平成 21 年度にかけて県
人員が過剰であることは、作業効率を悪 職員を 22名から 11名へ、プロパー職員を 45

化させる原因であるといえるため、業務量 名から 37 名へ削減するなど人件費の削減を
に応じた適正な人員数に調整する必要があ 行いました。

る。また、1 時間あたりの人件費単価につ また、平成 19 年度の 6 部 1センター 4 事
いても標準単価に比べ高額であるため、人 務所体制から平成 20 年度の 4 部 1 センター
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件費単価の引き下げ、人員の入れ替えを実 1 事務所 1 支所体制へ、さらに平成 21 年度
施する必要があるといえる。 からは岐阜事務所を本部に統合するなど組織

を再編し、4 部 1 支所体制とスリム化し、事
業効率の向上を図りました。

【財団の今後の方向性及びあり方】 財団の業務は市町村の建設行政に係る事務

財団は、県内の市町村からの役員の就任 事業の補完・支援であることから、市町村の

または出捐金の一部出捐を依頼することに ニーズ・要望や市町村が抱えている課題を汲

より、業務の効率化等が促進されると考え み取るための意見交換の場として運営委員会

られる。委託元である各市町村に対して財 等の組織を設置することを検討していきま

団への関与を依頼し、連携を図ることによ す。

り、受託業務を効率化し赤字を減少させ財 また、市町村が抱える課題の解決や効率性、

政状態の健全化を図る必要がある。 経済性を向上するため事業の共同化や各種シ

財団は県との密接な関係を見直し、財団 ステムの共同開発・運営を提案するなどし市

として自立した団体として存続する必要が 町村との連携の強化や財団の財政状況の健全

ある。現在のように、県から財団人員の 1 化を図っていきます。
／ 3 程度にあたる人員を派遣している状態 県派遣職員は平成 19 年度の 22 名から平
を解消するとともに、一部補助金の受給で 成 21年度は 11名へと削減しています。
運営している事業（データセンター推進事 さらに、データーセンター事業に係る人件

業）等についてはその事業の必要性及び効 費補助金については平成 21 年度から廃止さ
率性を吟味し、必要があれば事業を県に移 れました。

管し、財団は積算業務を中心とした業務を また、県から受託している各システムの維

行う県から自立した団体となる必要がある。持管理業務については、今後、県と協議を行

い県とセンターの役割分担を明確にしていき

ます。

【非常勤理事の出席状況】 理事会の開催にあたっては理事、監事との

理事会の意思決定に参加できない名目的 日程調整を十分に行い開催しております。（平

な理事の削減を図り、真に財団のことを検 成 21 年 3 月開催の理事会は理事･監事 19 名
討できる理事のみによる円滑な意思決定が 中 13名の出席）
可能な役員組織にしていくべきである。 また、公益法人制度改革に伴う役員構成の

見直しにより理事の人数の削減を図っていき

ます。

【出勤簿と週休日・休日の振替え等の通知 平成 20 年 11 月に適正な事務処理を行う
書、休日代休日指定簿との不整合】 ために具体的な例を挙げ、担当職員の教育の

書類作成の不備が発見されたので、今後 実施及び全職員に周知徹底を図りました。

ルールに則った処理が必要である。

①休日出勤のため、休日代休指定簿によ

り代休申請をしているが、出勤簿上適切に

反映されておらず誤った記載となっていた。

②土曜日、日曜日に出勤した時は、週休

日・休日の振替え等の通知書により代休申
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請をするルールであるが、祭日に出勤した

場合に使用する休日代休指定簿により代休

申請を行っており、誤った使用をしており

ルールに従った運用がなされていない。

【時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令 平成 20 年 11 月からチェック実施者を複
簿の承認印】 数とし、確認・相互牽制ができる体制としま

「時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命 した。

令簿」において、命令権者の印、命令権者 また、総務課への報告前に各職員が内容確

の検印の押印漏れが散見された。 認するとともに、総務課においても複数でチ

上席者は時間外勤務、休日勤務及び夜間 ェックを行っています。

勤務時間の正確性をチェックし、チェック

が完了したことを証拠として残す意味で「時

間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿」

に承認印を必ず押印することが必要である。

運用上の誤りを回避するためには、以下の

ような対策を講じるべきである。

（ア）チェック実施者を複数とし相互牽制

機能を働かせる

（イ）庶務担当者による月次チェックの前

に、各職員本人による確認を周知徹底する

【正味財産増減計算書上の退職給付費用の 平成 21 年度より一般会計(受託部門)につ
計上】 いて事業費、管理費に按分し計上するよう改

正味財産増減計算書上、退職給付費用は 善しました。その他部門については新公益法

計上されるが、現状では一般会計（受託部 人化に向けた事業の再編に合わせ検討してい

門）の（2）経常費用①事業費に退職給付費 きます。
用の全額 22,597千円が計上されている。
財団の決算書は一般会計（受託部門）、一般

会計（建設研究部門）、GIS 特別会計の部門
別に作成されている。各部門の経常費用は

①事業費と②管理費からなる。

退職給付費用の全額 22,597 千円は適正な期
間損益計算の観点及び適正な部門計算の観

点から各部門の事業費、管理費に按分し計

上すべきである。

【研修全体の開催費用の把握】 平成 20 年 11 月より研修全体の経費につ
研修開催費用の全額を把握することが必 いて予算化・把握し、関係団体との費用負担

要である。具体的には当財団と建設業協会 についても明文化しました。

との間において、研修の覚書を交わし、研

修開催の費用負担について明文化すべきで

ある。
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【委託料】 入札事務手続きは県に準じて適正に実施し

指名競争入札の実効性が確保されていな ているところですが、平成 21年度から再度、
い可能性が高い。そのため指名業者の選定 指名業者の選定方法等について検討を行いま

を見直すなど入札の実効性を確保できるよ す。

うな仕組みに改善する必要がある。 また、委託事業の事業範囲を分割して競争

また、GIS システム関連の維持管理・更 入札ができないかを検討していきます。
新等システム関連業務の委託に関しては、

当初の委託先が著作権を保有していること

や開発元によるノウハウの優位性等から一

者随意契約の件数も多く金額も多額に発生

している。そのため一般競争入札が原則で

あることに立ち返り、一者随意契約により

委託している事業の範囲について再度見直

す必要がある。

【資産管理体制の整備】 平成 20 年 11 月に現在保有している資産
現在保有している備品等に関し十分に把 の確認作業（現物実査等）を実施し関係書類

握できていない点がある。 の整備を行い、適正な管理を行っています。

例えば廃棄済みの処理がされているにも

かかわらず現物が存在するものや、台帳上

計上されているにもかかわらず現物の所在

が把握できていないものなどが散見される。

そのため、センターで保有している資産の

実態を早急に把握し適切に管理できる状態

に整備する必要がある。

【備品票】 備品について平成 20 年 11 月に現物実査
貼付されていないものや、貼付されてい 作業を実施し、適正に備品票を貼付し管理し

ても過去の備品番号や整理番号が付された ています。

ままになっているものなどが混在している。

そのため備品票についてももれなく貼付し

適切に管理する必要がある。

【固定資産、物品の台帳整備】 平成 20 年 11 月に固定資産、備品につい
固定資産台帳に計上されている固定資産 て現物実査し、規程に基づき固定資産台帳、

が備品管理台帳にも記載されているなど重 備品台帳、物品受払台帳を整備し適正に管理

複している部分がある。そのため固定資産 しています。

と物品とを適切に区分した上で、固定資産

は固定資産台帳、物品は備品台帳及び物品

受払台帳に計上し適切に管理する必要があ

る。

また、県所有資産でセンターが管理して

いるにすぎないものなどは別に管理資料を
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設けて管理する必要がある。

さらに、過年度に廃棄済みのものは削除

して台帳整備すべきである。

【固定資産、物品の現物照合】 平成 20 年 11 月に固定資産、備品につい
固定資産は固定資産台帳と現物、物品は て現物実査し、規程に基づき固定資産台帳、

備品台帳及び物品受払台帳と現物の整合性 備品台帳、物品受払台帳を整備し適正に管理

を確かめるものとされているため、これに しています。

従って実施するよう改善する必要がある。

資産の状態や使用状況の確認に関しても

適切に実施し記録する必要がある。

また、実査の際に現物と整合させる備品

台帳には物品の細目に関する記載のないも

のが多く現物との照合が困難であるため、

現物との照合を容易に出来るよう細目に関

しても必要十分な記載をすべきである。同

様に、保管場所に関しても必要十分な記載

をすべきである。

加えて、整理番号も現物に貼付されてい

る備品票の管理番号と整合しないものがあ

るため、正確な備品票の貼付や台帳整備と

いった管理を適切に行う必要がある。

【固定資産、物品の売却、除却、廃棄】 平成 20 年 11 月より固定資産の破棄にあ
固定資産を廃棄する際は、必ず残存価値 たっては、必ず見積書を徴収して残存価値を

に関する見積りを入手する必要がある。 確認、検証しています。

廃棄が適切であったか不明であるため、 また、廃棄に係る事務手続きを適正に行っ

適切に書類整備等も実施する必要がある。 ています。

買取り額の明細や業者名、業者の押印等

整ったフォームで見積りをとったうえで、

その金額の妥当性等の検証を行うよう改善

する必要がある。

さらに、固定資産の売却、撤去、廃棄に

関する理事長への報告書が一切作成されて

いないため今後は規定に従って適切に実施

する必要がある。

【ETCカードの利用】 平成 20 年 11 月に適正な事務処理を行う
ETC カード使用申請簿に押印もれや押印 ために職員に周知徹底を図りました。
誤り、記載もれや記入誤りが散見されたの また、平成 20 年 11 月に、県の規程に適
で、申請簿への押印や記入方法に関し周知 用できるよう ETC カード使用申請簿を変更
して適切に管理運用すべきである。 しました。

また、県の「有料道路通行料の支給」の
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規程が改定され旅行命令者の承認があれば

有料道路の利用が可能となっているため、

センターの申請簿もこの変更を反映した様

式に改定した上で取扱も変更する必要があ

る。

（財）ソフトピアジャパン（所管課：情報産業課）

結果の内容 左記に対して講じた措置

【ソフトピアジャパン進出企業経営支援事 20 年度出展分については 1 月に事業効果
業】 測定のための調査を実施しました。なお、21
財団は、首都圏等で開催された企業展や 年度の出展分も直後の調査に加え、出展後、

製品展示会等へ出展した入居企業に対して、半年経過した時点で調査を実施することとし

出展後 3 ヶ月及び半年といった一定期間経 ました。
過した時点での商談件数を集計し、事業に

対する効果を測定する必要がある。

【地域中小企業競争力向上支援事業】 民間 IT ベンダーで実施可能なシステム構
IT 経営相談支援事業は、具体的にはホー 築分野の支援は対象外とし、民間企業では採
ムページ作成やエクセルなどのアドバイス 算に合わないためケアが不十分な、中小・零

をコーディネーターが行うものであるが、 細企業を対象としたビジネスモデル構築、経

その内容は民間業者でも対応可能な分野で 営戦略策定や業務フロー見直しといった「IT
あり、県民の負担を強いてまで、中小企業 利活用を目的としたコンサルティング」に主

に対する「IT 経営相談支援事業」を実施す 体をおいて公共性の高い支援に重点を置くこ
る必要性は乏しいと考えられる。 ととしました。

財団は再度、現在実施している当該事業

内容を吟味し、公共性の高い事業に特化し、

民間企業で実施可能な支援事業は民間業者

へ移管すことにより事業規模を縮小する必

要がある。

【共同研究開発事業】 財団の研究開発機能の見直しで当該事業は

財団では、補助金支給に対する効果の測 平成 20年度をもって終了しました。
定が不十分である。 補助金の効果測定のため、共同研究開発事

今後、評価表の内容を吟味し、詳細な評 業（共同事業化支援）のフォローアップとし

価結果を得ることにより、詳細なニーズ等 て、補助金支給年度の翌年から 5年間の売り
を把握でき、補助金の有効性に寄与するも 上げ推移および事業化等の補助金支給効果の

のと考えられる。 追跡調査、知的財産の管理・技術移転等を継

財団は補助金の効果測定を充実させると 続するとともに、有効性を高めるために関連

もに、補助金の支給後、短期的にしか効果 支援機関と連携して事業化に際して補助事業

の存続が認められない場合には、岐阜県の 者が抱える課題解決等のニーズに対応して支

財政状態も勘案し、補助金の支給を縮小さ 援を行うことします。

せるなど対策を検討する必要がある。
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【共同研究開発支援事業（情報セキュリテ 財団の研究開発機能の見直しにより、平成

ィー研究開発支援事業）】 20 年 12 月に当該室を廃止し他目的(技術開
ソフトピアセンタービルの一室を年間 発室)で有効利用されるようにするとともに、

2,077 千円で賃借し、プレゼンテーション プレゼンテーション、研究者ミーティング、
（年間 22回のみ）、研究者ミーティング（年 4 迷惑フィルターの開発及び製品開発等の研究
回）、研究成果についての技術相談指導・迷 開発事業を廃止しました。

惑フィルターの開発及び開発製品の倉庫の 今後は、共同研究事業のフォローアップと

ために使用しているのは非効率であるとい して、知的財産の管理、技術移転等のみを継

える。プレゼンテーション回数の増加や常 続して実施することとしました。

時展示会場として積極的な展示を行うなど、

施設の有効活用を行うべきである。

また、プレゼンテーション等の実施時に

おける参加人数の集計等の事業評価を行っ

ていないため、今後は事業評価を適正に行

い、効果が希薄な場合は事業の縮小または

廃止の検討を行う必要がある。

【地域情報化推進支援事業】 平成 21 年度より市町村と共同で実施する
各市町村が自己の負担でＩＴ講座を開催 IT 講座に関して、各市町村に対してノウハ

するべきであり、講師への謝金やテキスト ウ等の提供に留め、外部講師の派遣、テキス

代金等については、各市町村が負担する必 ト支給を行った場合には、各市町村より費用

要があると考えられる。 を徴収することとしました。

財団は各市町村に対してノウハウ等の提

供に留め、講師の派遣、テキスト支給を行

った場合には、各市町村より費用を徴収す

る必要がある。

【ソフトピア LAN構築事業費支出】 リースパソコンは必要台数を検討し、7 月
パソコンは平成 19 年で 71 台をリースし の契約更新時に 45台に削減しました。
ており、その他に財団が所有しているもの 所有のパソコン 73 台中老朽化した 30 台
が 73 台あり、合計で 144 台財団に常備し については平成 21 年 3 月に廃棄処分しまし
ている。平成 19 年度の職員数は 56 名（日 た。残りにつきましては財務会計、人材育成
日雇用職員含む）であり、余剰のパソコン 事業など個別業務に使用しており、今後更新

については予備または研修用として保管し に際して必要台数を精査し、台数を絞り込み

ている。 ます。

財団の在籍人員及び研修状況から判断す 会計処理については、平成 19 年度までは
ると、現在保有している台数は過剰の傾向 ソフトピア LAN 構築事業費として予算計上
がある。今後リプレースする場合には実際 しておりましたが、平成 20 年度当初予算か
に使用する台数を正確に把握し、支出を削 ら、予算科目の見直しを行い管理費の財産管

減するよう努力する必要がある。 理費として計上しました。

また、当該事業は、財団の管理運営に係

る費用であるから、本来管理費として会計
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処理するべきであるため、今後は管理費と

して会計処理する必要がある。

【財団の今後の方向性】 （情報産業課）

財団で実施している事業のうち、国庫で 財団の方向性については、県の行財政改革

財源が確保できる部分については継続して における議論等を踏まえつつ、効率的な運営

県費の負担を軽減すると共に、その他の事 を行うための組織のあり方について、引き続

業内容も再度見直し、財団の実施している き検討を行っていきます。

事業のうち民間で実施可能な事業は民間へ

委ね、財団の事業を見直すことにより県費 平成 21 年度においては、産業人材育成事
の負担（運営補助金及び事業補助金）を更 業に国費事業を積極的に導入して県負担を削

に減少させる必要がある。 減しました。また、産業高度化事業は入居審

今後財団は、更に事業内容を再度見直し、査業務を指定管理者に移管し、入居支援事業

県が実施可能な事業については県へ、民間 等真に必要な事業に絞り込みました。事業規

で実施可能な事業は民間へ委ね事業規模を 模を縮小した結果、人員についても 17 人を
縮小した上で、公共性、効率性の観点から 削減し、スリムで効率的な組織に改組しまし

真に必要な事業に特化した効率的な組織と た。

して存続していく必要があると考えられる。 今後は更に財団そのものの方向性につい

また、財団実施の事業に対する事業評価 て、県行財政改革推進本部の議論をもとにさ

は、各事業について個別に統一の形式で点 らに県と協議していきます。

数等を用いた手法等は用いておらず、客観 事業評価については、外部評価委員の率直

性に乏しい評価方法であるといえる。客観 な評価、提言をいただいておりますが、さら

性を確保した事業評価方法の確立と共に、 に客観性、具体性を担保するため、点数評価

各事業の必要性について重要な意思決定を などの新評価方式の導入について検討しま

行う岐阜県が十分にモニタリングすること す。

が必要であるといえる。

県及び財団は、財団の方向性について検

討し、今後の実施事業（平成 20 年度から
のコア事業（①人材育成事業、②産業高度

化支援事業）等）について、財団の実施事

業のうち民間で実施可能な業務については

民間へ委ね、財団でのみ実施可能な財団固

有の業務の有無を確認して財団の方向性を

吟味し、効率的な組織運営を行う必要があ

る。

【非常勤理事の出席状況】 理事の任期が平成 22 年 3 月末であること
理事の削減を図り、真に財団のことを検 から、改選期には現在の財団の規模に見合っ

討できる理事のみによる円滑な意思決定が た定数とするとともに、人選を検討して地域

可能な役員組織にしていくべきである。 に密着し機動性のある構成とします。

【理事の代理出席、書面表決】 欠席者については、代理出席や書面表決を

欠席者について代理出席も書面表決もし 促すようにしました。また、平成 21年 3月 16
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ていないときがある。 日開催の理事会から欠席者に対する情報提供

欠席理事については代理出席または書面 を行いました。

表決を促し、少なくとも情報交換を交わす

ようにすべきである。

【固定資産、物品の台帳整備】 廃棄済みのものは、平成 21 年 3 月までに
廃棄済みのものは台帳や一覧からは除く 台帳からは除却しました。なお、一覧表への

べきである。 出力についても現物実査時に作成しました。

【固定資産、物品の売却、除却、廃棄】 包括外部監査実施後の処分決定通知書には

処分決定通知書（案）に日付の記載もれ 日付を記載し、平成 20 年度除却分について
が散見されるため、適宜記入する必要があ は理事長に報告しました。

る。 平成 21 年度より処分決定通知書に日付も
固定資産の売却、撤去、廃棄に関する理 れのないように決裁段階で照合することとし

事長への報告書が一切作成されていない。 ました。また、固定資産の処分にかかる報告

そのため今後は規定に従って適切に実施す 書についても作成することとしました。

る必要がある。

【リース資産の管理】 平成 21 年 3 月までに台帳整備を行いまし
リース資産に関する台帳の整備としては た。また、現物実査を実施し、その際に管理

不十分である。また各リース資産に管理ナ 票を貼附し、リース資産の管理を徹底しまし

ンバーは付されておらず管理票の貼付もな た。

されていないことに加え、現物との照合も

実施されていない。

毎会計期間に 1 回以上は台帳と現物を照
合し記録して適切に管理する必要がある。

（財）岐阜県健康長寿財団（所管課：健康福祉政策課）

結果の内容 左記に対して講じた措置

【非常勤理事の出席状況】 財団の理事数の削減については、今後、検

理事の削減を図り、真に財団のことを検 討していきます。

討できる理事のみによる円滑な意思決定が

可能な役員組織にしていくべきである。

【理事の代理出席】 理事本人が出席できない場合は、他の理事

平成 14年度の包括外部監査の指摘事項と 以外の代理人にも表決を委任できるよう、平
して、欠席理事については代理出席を促し、成 21 年 4 月に寄附行為を変更し、欠席理事
少なくとも情報交換を交わすようにすべき については、代理出席を促すようにしました。

である、との指摘があったにもかかわらず、

指摘事項が活かされていない。引続き制度

の活用を促す必要がある。

【監事の出席状況】 監事について、事前に日程調整を行い、理

理事会において、監事が２名とも欠席し、事会へ出席してもらうよう改善しました。
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監事が不在の中で理事会が開催されている

場合があるので、理事会が適正に行われて

いることを対外的に明確にするため、監事

の出席について今後留意する必要がある。

【会費の未収入金額】 平成 21 年 4 月に財団法人岐阜県健康長寿
未納者に対する請求、様子見期間、除名 財団会員規程の一部を改正し、除名等の期間

等の適用は、予め一定のルールを定めこれ を具体的に定め、会員間の公平を図りました。

に基づいて行うことによって公平を図るべ

きである。

【土地の所有】 財団所有の土地の有効活用については、補

財団は所有する 2 区画土地、合計 886.59 助金制度と併せて、今後検討していきます。
㎡を県又は他の適切な団体に寄付又は譲渡

することにより土地の有効活用の機会を増

やすとともに、今後は必要な補助金をその

まま受ける方向で働きかけるべきである。

【岐阜県温泉協会の事務代行 職務内容の 岐阜県温泉協会の事務の辞退及び事務所の

見直し】 移転については、岐阜県の担当課と協議しま

岐阜県温泉協会の事務については、現在 す。

の財団の事業目的とは何ら関連がないこと

から、公益性の高い当財団としては対外的

に誤解を生じさせないためにも、事務の辞

退及び事務所の移転について速やかに県の

担当課と協議すべきである。

【財団の方向性】 県の関与（職員派遣、財政支援）について

財団が単独で団体をこれ以上維持してい 全廃する方向で、各事業ごとに廃止又は他団

くのは困難であると考えられる。 体への移管等の今後の方針を検討中です。

行政の効率化のためには、県は財団への

職員派遣、補助事業及び委託事業の廃止を

検討し、併せて財団の存廃についても検討

すべきである。

【会員が自己負担していたレクリエーショ 交付要綱において、今年度分から助成対象

ン関連経費】 経費と対象外経費を明確にします。

実績報告書のチェックにあたっては、対

象外経費に該当するものが含まれていない

か否か、また自己負担等の収入による団体

の経費負担の減少が生じていないか否かに

ついて十分留意すべきである。

さらに、当該事業実績書や関連証憑をチ

ェックする当財団担当者の側でも、これら

の点に留意して厳正にチェックすべきであ
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る。

【大量の往復はがきによる総会等の出欠確 総会等の出欠確認については、案内配布、

認】 会員間の連絡網等に切り替えるよう指導する

友の会において、総会と全体研修の出欠 とともに、効率的な方法が履行されているか

確認のために会員全員に対して往復はがき どうかを、厳密にチェックしています。

による通知を行っていたが、参加率は例年

低水準であり、この実施方法は非効率であ

るといえる。

事前に行われる研修の際における案内配

布や、役員による案内配布、会員間の連絡

網等による周知など、より効率的な方法を

採用すべきである。

また、会員間の通信費についても、効率

的な方法を指導し、その場合に限り対象経

費と認めるようにすべきである。

【財団職員の従事にかかるコスト】 地域友の会を健康法普及の核として育成し

各地域友の会で行われる総会（平成 19年 ていくため、今後とも必要最小限の育成支援
度実績合計 12 回）、役員会（同 96 回）、研 を行っていきます。また、自立を促す必要が
修会（同 76 回）の全てについて、指導・ あるので、組織運営等については、指導をし
育成のため、2名の財団職員を中心に最低 1 ています。
名は現場に立会っていた。自主団体の活動

に対する関与のあり方としては、過剰なも

のといわざるを得ない。

このままの事業継続は、地域で自主的に

健康づくりの活動を実践するリーダーを養

成して活動を各地域で広げてもらうという

当初の事業目的に適っていない。

従って、友の会の持続的な自立を促進す

るためにも、中期的な事業計画を策定し、

友の会の自立に必要な指導と並行して財団

職員の関与を減らしていくべきである。そ

のうえで友の会の活動が後退するようであ

れば、その段階で当該助成金の見直しを検

討すべきである。

【青年期における肥満者減少調査研究事業 関連証憑のチェックを行うよう改善しまし

助成金 実績報告書の関連証憑のチェック】 た。

対象経費について、関連証憑をチェック

していなかった。定額助成であっても、そ

れを上回る経費が助成対象として適正に支

出されていたことを確かめるため、関連証
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憑のチェックを行う必要がある。

【結核予防普及啓発活動助成金 実績報告 関連証憑のチェックを行うよう改善しまし

書の関連証憑のチェック】 た。

対象経費について、関連証憑をチェック

していなかった。定額助成であっても、そ

れを上回る経費が助成対象として適正に支

出されていたことを確かめるため、関連証

憑のチェックを行う必要がある。

【県補助金収入（公衆衛生向上対策事業費 平成 20 年度補助金の精算より、対象経費
補助金収入（事業費分）） 県補助金の精算 の減少があった場合には、補助金以外の財源

方法】 を最大限あてることを指導し、そのように処

県は、財団の事業の効率的執行等による 理されていることを確認しました。

対象経費の減少はすべて補助金の精算にお

いて反映させることが必要であると考えら

れる。

従って、県は、補助金以外の充当財源に

ついては、少なくとも予算額と同額を確保

し、補助金減少金額は対象事業費の減少金

額と同額またはそれ以上になるようにすべ

きである。

【収支計算書の表示 人件費の表示区分】 人件費の計上区分については、今後、県と

主要人件費が、管理費に計上されている。協議します。

事業費に従事人件費が含まれないと、以

下のような問題が生じると考えられる。

（ア）事業費が本来その事業実施に必要と

なるコストよりも少なく表示されるため、

「コストに見合った収入が得られている」

あるいは「県補助金のかからない事業であ

る」といった誤った評価が導かれてしまう

（イ）参加者負担料や施設使用料の単価の

妥当性の検討の元となる基礎データが歪め

られ、受益者負担の考え方に則した適切な

料金設定が困難となる

（ウ）管理費が相対的に多く表示されるた

め、総支出額に対する管理費の割合が高く

なり、実態以上に管理業務に無駄が多いと

いう評価がなされてしまう

従って、各事業費に主に従事する課の人

件費を合理的な方法で管理費から区分し、

各事業費に計上することが、事業の実施・
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継続に係る意思決定や料金改定を適切に行

う上で必要である。

【ラジオ番組放送事業】 ラジオ番組放送事業については、平成 20
ラジオ番組放送事業は、成果の測定が難 年度を以て終了しました。

しく、実際にも番組へのハガキ投稿数ぐら

いしか情報収集されていない。

今後もラジオ放送事業を継続するか否か

を再検討し、継続する場合はその放送によ

る効果を何らかの方法により測定し、目的

を達成する上で当事業が他の方法よりも優

れていることを明確に示す必要がある。

【岐阜県健康福祉祭開催事業】 県健康福祉祭のイベントにかかる各スポー

県健康福祉祭のイベントに係る各スポー ツ団体等への運営費の支払いについては、平

ツ団体等への運営費用の支払いについて、 成 21 年度から、委託費勘定を使用していま
負担金勘定が使用されているものがある。 す。

本来は委託費勘定が適切であり、その他の

イベントについても委託費勘定を使用すべ

きである。

【固定資産、物品の証憑書類の日付の記載 厳格に書類をチェックするように関係職員

漏れ】 に周知徹底しました。

見積書、納品書及び請求書の各証憑書類

に日付の記載がないものが散見された。

見積時点、検査時点及び請求時点を外部

証憑により明らかにするために、必ず業者

に対し日付の記載を求めるべきである。

【固定資産台帳】 固定資産台帳について、表計算ソフトのチ

固定資産台帳は、表計算ソフトにより作 ェックを行いました。

成されているが、一部必要な箇所に適切な

算式が入れられていないため償却計算結果

が誤っており、出力した台帳を手書きで修

正している。これでは、表計算ソフトを利

用している意味が失われるため、早急に台

帳のメンテナンスをする必要がある。

【貸出資産】 今後、下呂市との使用貸借契約の解除を行

下呂市に貸出している音畳システム一式 い、県への返還手続きを行います。

は、本来の使用目的を失った時点で県に返

還し他の健康機器と一括して県が所有・管

理するのが妥当であり、財団としては、速

やかに県への返還手続及び下呂市との使用

貸借契約の解除について協議を行なうべき
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である。

（財）岐阜県産業経済振興センター（所管課：商工政策課）

結果の内容 左記に対して講じた措置

【非常勤理事の出席状況】 監査を受けてから、平成 21 年 3 月と 6 月
非常勤理事の出席率が低く、毎回欠席し 開催の理事会で、開催予定日を何日かこちら

ている非常勤理事が目立つ。 で設定し出席いただける理事の多い日で開催

理事には精力的に出席を求めていくべき 日を決定しています。また、公益法人の認定

である。 時に評議員会を新たに設置する義務があるた

また、真に財団のことを検討できる理事 め、その検討の際に理事会についても理事の

だけに人数を絞るべきであり、今後の公益 人数・メンバー等を検討します。

法人の認定のなかで理事の人数を検討すべ

きである。

【地域ベンチャーキャピタル支援事業 損 平成 20年度に清算した投資事業組合（第 1
失処理】 ファンド）及び現在も運用中の投資事業有限

県からの借入金残高は平成 19年度末時点 責任組合（第 2ファンド）の実績及び現状に
で 1,213,173 千円であるが、センターが第 2 ついて、財団法人岐阜県産業経済振興センタ
ファンドの清算を終了し、平成 29 年 3 月 ーの平成 20 年度事業報告書の中で、これま
までに完済できない場合には、返済不足額 で以上に詳細に報告しました。

は実施要領に基づき償還の免除を受けるこ なお、同報告書は、平成 21 年 6 月 25 日
とになる。つまり償還免除に至った場合に 開催の同財団理事会で承認を受け、平成 21
は県民の税金によって投入した投資原資の 年 7 月 17 日に同財団のホームページにおい
一部が返還されないことになる。 て公開しました。

県は、財団への貸付金が回収されない可 また、併せて、県のホームページにおいて

能性があることを包括外部監査人の監査結 も、平成 21 年 7 月 23 日、同様に公開しま
果報告書のみならず、様々な方法により開 した。

示することによって、県民に対する説明責

任を十分に果たしていく必要がある。

【設備導入事業 決算書の入手】 平成 21年 2月以降提出の決算書に関して、
債権管理上は、設備資金貸付先及び設備 未提出の企業に、督促を行い、入手に努めて

貸与先から毎期決算書を入手するのが原則 います。平成 21年 4月末に未提出の企業は、
であるが、決算書を入手していないため債 債権区分が変わることがないように、未提出

務者の財務内容が把握できず、その内容に 分として区分しました。

よっては債権区分が変わるかも知れない設

備貸与先が 3 件あった。確実に決算書を入
手するように努める必要がある。

【設備導入事業 債務者の形式区分の基準】 平成 21 年 6 月に全国的な標準である「設
債権管理のルールとして全国的な標準で 備導入資金債権管理規程集」に準じた債権管

ある「設備導入資金債権管理規程集」が示 理規程に改めました。

されており、債権の分類方法を「管理規程」 平成 21 年 3 月末の債権分類に際して、債
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の内容に合わせるか、あるいはこれに準じ 務者区分を行い、これを記録して債権分類を

て同等の厳しい内容に見直すべきである。 行いました。

又現在は債務者区分が行われておらず直接

債権分類が行われているが、債務者区分を

行った上で債権分類を行うべきである。

【設備導入事業 債権区分の正確性】 平成 21 年 3 月の決算に係る債権分類に関
2 つの会社を同一人物が経営している場 して、個別企業の実態に応じて企業ごとに評

合には、債権分類は個別企業の実態に応じ 価しました。

て評価すべきである。 同様に平成 21 年 3 月の決算に係る債権分
慎重な債権区分の検討により、適正な債 類に際して、債務者区分を踏まえ慎重に決定

権管理にこれまで以上に努める必要がある。しました。

【設備導入事業 違約金の徴収】 監査を受けてから、長期未収債権の違約金

現実に違約金は、原契約または契約条件 について、再計算を行い、収入の都度管理を

緩和後の約定支払いが遅れた場合に徴収し、行うように改めました。

長期未収の発生している一部の企業につい 債権管理要綱第 12 条に定める充当順序に
ては、当センター未収貸与料債権管理要綱 より、元金、利息の支払いが完了した後、違

第 12 条に定める充当順序により、全額支 約金を請求することとします。
払いを受けるまでは違約金より元金、利息

を優先して充当し、その後に違約金を請求

することになっているものの、違約金計算

の請求･徴収がなされていない。

このため、長期未収債権について収入の

都度違約金の計算を行い、請求･徴収すべき

である。

【貸倒引当金の重複】 平成 20 年度末に円滑化貸倒引当金と重複
財団は、平成 20 年 3 月 31 日の貸借対照 する貸倒引当金 61,070 千円を正味財産に繰
表（設備導入特別会計）に自主財源により り入れました。

貸倒引当金 92,404 千円が計上されている。 平成 20 年度決算に際して、新規に繰り入
また、貸倒引当金とは別に、円滑化貸倒引 れる貸倒引当金については、自主財源の貸倒

当金 167,991千円が計上されている。 引当金と円滑化貸倒引当金が重複しないよう

この円滑化貸倒引当金は平成 15年度以後 に再計算して繰り入れしました。
に発生した債権が信用保険制度によって一

切カバーされないために県から経過的に交

付される補助金と同額を計上しているもの

であるが、平成 15 年度以後に発生した債
権の貸し倒れに備える引当金である点で、

自主的に計上している貸倒引当金のうち

61,070 千円部分と重複する結果となってい
る。

平成 19年度に関しては該当する貸倒引当
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金残高 61,070 千円が円滑化貸倒引当金残高
167,991 千円を下回っているため、61,070
千円を取り崩すべきである。

【デザインセンター「TAKUMI工房」】 TAKUMI 工房の 3 つの県関係ギャラリー
デザイン情報の発信拠点としての （デザインギャラリー、県民ギャラリー、ア

「TAKUMI 工房」運営事業の一環として実 ートスタジオ）の中で、県民の文化意識の啓
施している「ギャラリー運営事業」につい 発を主な目的に国内外の優れたデザインを紹

ては、新しいデザイン文化の創出や地場産 介してきた「デザインギャラリー」を、平成 20
業の振興、JR 岐阜駅周辺の賑わいづくりに 年度末に廃止しました。
一定の寄与度は認められるものの、費用対 また、県民参加の観点から残した「県民ギ

効果、経済的合理性の観点から、実施方法 ャラリー」「アートスタジオ」についても、

について再検討する必要がある。 平成 21 年度より極力一体的に運用する体制
とし、費用対効果の観点から効率化を図りま

した。

【ひだ・みのじまん振興基金助成金 特認 平成 21 年度案件からは、検討結果を明記
事業の認定の妥当性の検討】 し、決裁を行っています。

当該助成金の 1 団体当たりの助成額の上
限は通常 200 万円であるが、平成 19 年度
の対象団体には特認事業に該当するものと

して 500 万円の交付を受けているものが１
件あった。

認定の公平性の確保や、通常の上限額の

2.5 倍もの金額の助成を決定するものであ
ることも考慮すると、別途その認定の妥当

性の検討が交付決定にあたり必要であると

考えられる。

特認事業として申請している案件につい

て認定の妥当性を検討したと思われるよう

な特段の記載はなされていなかったので、

今後はかかる検討の結果を明記して決裁を

行うべきである。

【商店街競争力強化推進助成金 助成継続 助成継続の妥当性については県と事前協議

の妥当性の検討】 を行いその必要性について確認を行っていま

交付要綱上、複数年の助成を受けるため したが、今後、類似事業申請分の交付決定の

には、「初回の成果が良好と認められるもの 際には、その旨を明記します。

で、財団が県に事前協議し、特に商店街競 なお、商店街競争力強化推進助成事業は、

争力強化に資するものとして適当と認める」平成 19年度で終了しました。
必要があると定められており、その認定の

公平性の確保のため、初回の成果の評価、

県との事前協議の記録、継続の妥当性の検



- 24 -

討が交付決定にあたり必要であると考えら

れる。

18 年度の助成金交付決定通知にかかる決
裁を閲覧したところ、初回の成果の評価を

実施し県と事前協議して継続の妥当性を検

討したと思われるような記載はなされてい

なった。今後はかかる検討の結果を明記し

て決裁を行うべきである。

【出勤簿の運用】 財団「就業規程」においては特に出勤簿に

出張したがその前後に出社した場合に、 ついて定められておらず、出勤簿の適正な運

出社したことを示す印を出勤簿に押す職員 用を図るため「出勤簿の取り扱いについて（戦

と押さない職員がおり、運用が一定してい 略企画本部通知）」を作成するとともに、職

ない。 員に対して周知徹底を行いました。

財団としての運用規程を明文で定めてい

ないことから、運用規程を定め、出勤簿の

運用を一定させたうえで、出社したことの

証跡として、押印するよう定めるべきであ

る。

【随意契約額の予定価格に対する比率】 適正な予定価格の設定になるよう精査し、

随意契約全体に関して、予定価格と契約 予定価格より低い価格で契約できるよう努力

金額が近似または一致している場合が多い。します。

予定価格をそのまま契約金額とするのは

不合理であり、可能な限り予定価格よりも

低い価格で交渉を進め契約を結ぶ努力を行

うべきである。

【契約事務手続】 審査会調書への押印をするとともに、委託

契約審査会調書を閲覧した結果、審査会 業務契約書についても契約金額に応じて、収

調書に出席審査委員 1 名の押印がなされて 入印紙を添付しました。
いない事例が 1件あった。
審査会調書への押印は、出席の事実及び

承認の意思を表すものであるため、必ず行

う必要がある。

また、委託業務契約書を閲覧した結果、

印紙の添付漏れが 1件あった。
【固定資産、物品の証憑書類の日付の記載 見積書、納品書及び請求書に日付の記載を

漏れ】 するように業者へ依頼しました。

見積書、納品書及び請求書の各証憑書類

に日付の記載がないものが散見された。

日付が無いものについては、財団の収受

印が押されていたが、見積時点、検査時点
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及び請求時点を外部証憑により明らかにす

るために、必ず業者に対し日付の記載を求

めるべきである。

【物品購入起案書の決裁日付等の記載漏れ】 固定資産、物品の起案書に日付等の記載を

物品購入起案書に決裁日付、施行日付及 するように再度周知徹底しました。

び保存期間が記載されていない事例が散見

された。調書管理を適切に行うため、これ

らの記載を必ず行う必要がある。

【不要物品】 顧問会計士と検討した結果、今後は固定資

産業経済研究センターとの組織統合によ 産台帳及び消耗什器備品台帳に基づいて不要

る引継ぎ資産やリースアップ資産の一部に 品処分品管理台帳を作成することとし、現物

ついて価額の見積りが困難なため、固定資 管理の方法を統一します。

産台帳や消耗什器備品管理台帳に登録せず、

不要物品として管理台帳を作成しこれによ

り管理されている物品がある。一方で、引

継ぎ資産の一部の中には、消耗什器備品台

帳に評価額ゼロで登録されているものもあ

り、処理が不統一となっている。償却計算

等には影響しないものの、現物管理上可能

な限り処理を統一すべきである。

【パソコンの処分】 今後は、見積書の内訳を精査し、データ消

パソコン等の大量処分が行われているが、去費用についても確認することとしました。

その処分業者の決定に際し、データ消去費

用の考慮が十分になされていない。見積書

を入手した時点でデータ消去費用が明示さ

れていない理由を業者に問い合わせ確認し

た上で決定すべきである。

【備品票】 固定資産と消耗什器備品の管理ナンバーは

日頃の現物管理や、年一回の現物実査が 分けて管理するように整理しました。

効率的に実施されるためには、少なくとも

固定資産と消耗什器備品で同じ管理ナンバ

ーを使用しないようにすべきである。

【正味財産増減計算書における減価償却費 平成 20 年度決算より、減価償却費につい
の記載区分】 ては、経常費用の事業費または管理費の区分

平成 19年度の正味財産増減計算書におい としました。
て、減価償却費が経常外費用の区分に記載

されているが、経常費用の事業費または管

理費の区分に記載するのが適当であるため、

翌期以降記載区分を変更する必要がある。

なお、事業費か管理費のいずれに記載す
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るかは、その固定資産の使用状況により判

断する。すなわち、特定の事業のために直

接使用するものについては事業費の区分に

記載し、各種事業を管理するため経常的に

使用するものについては管理費の区分に記

載するのが適当である。

（財）岐阜県イベント・スポーツ振興事業団（所管課：スポーツ健康課）

結果の内容 左記に対して講じた措置

【利用件数集計方法】 メンタルトレーニングと体力トレーニング

メンタルトレーニングと体力トレーニン の利用件数の集計について、設備等利用度の

グの利用件数については、団体受付の場合 指標として、団体・個人を問わず、利用人数

その団体を1件として集計している。利用統 の集計をとることとしました。

計上は団体・個人に係わらず利用人数を積

上げる方法で集計を行い設備等の利用度の

指標として活用すべきである。

【理事会 本人の参加】 任期満了に伴う役員改選を機に、理事会へ

直近2回の出席を求める理事会は、いずれ の出席状況などを勘案し、数名の理事及び監

も本人の出席だけでは定足数に到っておら 事につき見直しを行いました。(平成21年４

ず、書面表決等を加えて定足数を満たして 月１日～）

いる状況である。また、毎回欠席する理事 また、理事会開催に当たっては、できる限

はほぼ決まっている。円滑な意思決定や経 り本人に出席していただけるよう日程調整を

済性の観点から、真に必要な理事に絞って 行うことにより、財団における理事会の実効

いくべきである。 性の確保に努めています。

【表決委任】 表決委任を届け出た理事がいる場合、委任

表決委任を届け出た理事が一人あったが、する理事が特定されているか確認してから受

委ねる理事の氏名が空欄となっていた。こ け付けるよう留意し、適正な表決手続が行わ

れでは白紙委任と同じであり、どの理事の れるよう確認を徹底することとしました。

考えを信頼して表決委任を行ったかが対外

的に説明できない。財団は、今後表決委任

を受け付けるに当たって委任する理事の相

手が特定されているか確認してから受け付

けるように留意する必要がある。

【ＯＢ職員の処遇】 平成21年度より県OB職員についての職位

県を退職して団体に就職する県のＯＢは、の見直しを行い、主幹以下のOB職員の職位

県時代の役職にとらわれることなく、財団 を主査とするなど、実際に果たしている役割

で行う業務と実力に応じた役職とすべきで に準じた職位に変更しました。

ある。 また、併せて指揮命令系統の整備を図りま

した。

【現金払いによる利用料の管理】 出納管理の透明性を確保するため、平成21
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現在使用している領収書には連番が印字 年1月4日から、あらかじめ通番を付した領収

されておらず、財団の担当者が事務処理上 書を利用することとしました。

の都合で番号を付しているに過ぎない。

県は、例えば連番付の領収書を用意し財

団に使用させる等の方法を講ずることによ

って、出納管理の透明性をより高めていく

べきである。

【名誉顧問・スーパーバイザー設置事業 指導記録は可能な限り記録・保存に努め、

指導記録】 かつ、職員のみならず、広く県民が閲覧でき

指導内容は対価の支払いを伴う高価なノ るよう、ＨＰ「スポーツ王国ぎふ」に掲載し

ウハウであることから、可能な限り記録・ ていきます。

保存に努めるべきである。

また、ノウハウの共有という意味では、

一時的なものにしないためにも閲覧しやす

い形での記録・保存を図るべきである。

【指導者養成派遣事業 研修報告書】 全ての研修参加者に対して、「研修結果報

公費により研修を受ける者にとってその 告書」の確実な提出を義務付けることとしま

結果報告は義務と考えるべきであり、また した。当該報告書を職員及び県内指導者が自

本人にとっても結果報告書の作成を通じて 由に閲覧可能な状態とすることにより、広く

研修内容をふりかえる良い機会となるはず 知識・ノウハウの蓄積・共有に努めます。

である。さらには研修に参加しなかった者

にも、その報告書の閲覧を通じて知識・ノ

ウハウを取得する機会が得られることから、

財団は研修結果報告書の確実な提出を求め

ていくべきである。

【優秀指導者配置事業 実績の蓄積】 優秀指導者から指導を受けた各選手に対し

各選手に対する指導の効果をより高め、 て、意見・感想・効果等を記録した「受講レ

良い成績に結びつく確実性を少しでも高め ポート」の提出を求めることとしました。レ

るためには、指導を受けた各選手に対して、ポートを蓄積しながら、優秀指導者と連携を

毎回「何を学んだか」・「自分の問題点は何 図ることにより、問題点の克服方法等の共有、

か」・「今後何に取り組むか」といった受講 選手層全体のレベルアップを図ります。

レポートを提出させるべきである。また、

財団は提出されたこれらのレポートを多く

蓄積することにより、問題点の克服方法等

を共有でき、選手層全体のレベルアップに

つなげることができるはずである。

【「武道フェスティバルin岐阜」負担金対象 武道フェスティバル事業が効率的かつ経費

経費】 節減が図られるよう対象となる経費について
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交付要綱に定められている対象経費に該 再検討し、「スポーツイベント事業負担金交

当しない性質の経費が申請されているにも 付要綱」を一部改正しました。（平成20年11

かかわらず、交付決定がなされてしまって 月21日）

いる事例が見受けられた。 平成21年度の負担金の交付決定にあたって

当該負担金事務担当者及び上席者のチェ は、当該要綱に従い、負担金交付決定に係る

ック機能が実質的に働いていなかったと考 事務処理を適正に行い、担当者と上席者がダ

えられる。交付決定に当たっては、収支予 ブルチェックを行うなど、審査機能の強化を

算書における対象経費と申請額のチェック 図りました。

を徹底すべきである。

【「武道フェスティバルin岐阜」負担金 関 「武道フェスティバルｉｎ岐阜」負担金の

連証憑のチェック】 対象となる経費について、交付基準を明確に

実績報告書に記載されている対象経費に するため、各申請団体に対し通知を行いまし

ついて、担当者は領収証などの関連証憑を た。（平成20年12月19日）

チェックしていなかった。 また、負担金の実績報告において、関連証

不適切な実績報告の牽制のため、関連証 憑として領収書の添付を必須とし、事業報告

憑のチェックを行う必要がある。 の内容の確認を行いました。

【スポーツ教室参加料収入 参加者負担金 スポーツ教室は、生涯スポーツの普及振興

の適正化】 のために大きな役割を果たしており、総合的

テニス、水泳、アクアビクスなど各種目 な視点から現行の料金設定を維持していま

の教室を開催しているが、これにかかる参 す。

加者負担金は、単価が種目にかかわらず1回 H20年度のスポーツ教室の参加率は51％で

当たり700円と、民間企業が行っている同種 あり、参加者数の少ない教室の統廃合により、

の教室に比し非常に安価な水準にあると考 参加率を高めるとともにコスト削減を図りま

えられる。 した。

当該事業の総コストは参加料収入を大幅 その結果、H21年5月開催の前期コースに

に上回っているといえるので、必要なコス おいて、参加率66％と改善がみられました。

トを勘案し、適切な受益者負担を求めるよ 今後とも魅力あるスポーツ教室を企画し、よ

う検討すべきである。 り一層の参加者の増加及びコスト削減に努め

ます。

【職員の超過勤務手当の算定誤りによる支 不足分については、昨年度追給済みですが、

給不足】 関連規程の改定事項等について遺漏のないよ

平成19年度の4月から11月分の地域手当の う周知・徹底を行いました。

調整率が当年度適用率である2％ではなく前 今後も、内部牽制・内部管理の一層の強化、

年度適用率である１％で算定されていた。 給与事務に携わる職員の資質の向上並びに給

これによる超過勤務手当の不足額は31千円 与事務に対する実務能力の向上に努めます。

であった。

その要因としては、上席者のチェック機

能が実質的には働いていないことが考えら

れる。

上席者が実質的にチェック機能を果たせ
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るよう、以下のような改善措置を講じるべ

きである。

（ア）異動に伴う算定誤りのリスクを軽減

するため、人件費算定に係る基本的事項に

ついて、財団としてのチェック項目を確立

する

（イ）上席者、担当者ともに、主要な関連

規程やその改定事項について、その都度理

解の共有を図るようにする。

【職員の出勤簿の運用】 全職員に対し、勤務表兼出張伺い自家用車

専門職職員の出勤簿において、勤務表兼 承認書旅行命令書及び出勤簿の記載・押印に

出張伺い自家用車承認書旅行命令書では「公 ついて、出勤・出張時に遺漏なく処理するよ

休日」となっているが、出勤簿上は「出張」 う指導を行いました。また、庶務担当者によ

となっており、また事務所に出勤したこと るチェックのほか、複数職員がチェックを行

を示す本人の押印もなされているケースが うなど、相互牽制機能を強化しました。

見受けられた。

運用誤りのリスクを軽減するため、以下

のような対策を講じるべきである。

（ア）チェック実施者を複数とし相互牽制

機能を働かせる

（イ）庶務担当者による月次チェックの前

に、各職員本人よる確認を周知徹底する。

【収支計算書 人件費の表示区分】 県の予算編成上、事業費には人件費を含め

主要人件費が管理費支出に計上されてい ていませんが、事業費支出を適正に把握する

るが、実際には各事業費に計上されている ため、平成 20 年度決算を基に、各職員がど
事業に関与する職員が多数おり、それらの の事業にどのくらいの割合で従事しているか

職員は事業費支出で計上されている各事業 を積算し、人件費決算額を按分して各事業費

に主に従事している。 に加算することにしました。

事業費支出に従事人件費が含まれないと、 これを参考に、各事業の実施・継続に係る

以下のような問題が生じると考えられる。 意思決定等に活かしていきます。

（ア）事業費支出が本来その事業実施に必

要となるコストよりも少なく表示されるた

め、「コストに見合った収入が得られている」

あるいは「県補助金のかからない事業であ

る」といった誤った評価が導かれてしまう

（イ）参加者負担料や施設使用料の単価の

妥当性の検討の元となる基礎データが歪め

られ、受益者負担の考え方に則した適切な

料金設定が困難となる

（ウ）管理費支出が相対的に多く表示され
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るため、総支出額に対する管理費支出の割

合が高くなり、実態以上に管理業務に無駄

が多いという評価がなされてしまう

従って、各事業費に主に従事する課の人

件費を合理的な方法で管理費支出から区分

し、各事業費に計上することが、上記のよ

うな問題点を克服し、事業の実施・継続に

係る意思決定や料金改定を適切に行う上で

必要である。

【長期に亘る同一業者への委託】 指名競争入札の実効性を確保するため、仕

平成元年から継続して同一業者が落札し 様書の内容の見直しや指名業者数を増やすな

ている業務もあり、指名競争入札の実効性 どの見直しを行いました。その結果、平成21

が失われている可能性がある。指名業者の 年度の業務委託契約において、前年度と比較

入れ替えを増やす等、競争入札の実効性確 して落札率が下がったものがありましたの

保のための措置を講ずる必要がある。 で、今後も競争入札の実効性確保に努めます。

【契約事務手続】 割り印の押印前に、上席者が契約書に貼付

委託業務契約書において、印紙税18,000 する印紙額の再チェックを行い、再発防止に

円の過払いが1件あった。 努めています。

単純な手続きミスであり、割り印の押印

前に契約書が上席者によってチェックされ

れば防げるはずである。

【物品購入起案書の決裁日付等の記載漏れ】 起案書には、その都度、決裁日付、施行日

起案書に決裁日付、施行日付及び保存期 付及び保存期間を記載するよう周知しまし

間が記載されていない事例が散見された。 た。また、文書施行時には複数の者がチェッ

調書管理を適切に行うため、これらの記載 クし、記載漏れがないよう調書管理を徹底し

を必ず行う必要がある。 ています。

【不用決定手続き漏れ】 国際交流員に対し、帰国時に無断で物品を

物品処分等調書について、不用決定手続 処分しないよう指導しました。その後も折を

を経ていないのに既に廃棄されている消耗 見て指導し、繰り返し確認するようにしてい

什器備品が数件あった。特に、国際交流員 ます。また、各担当へ備品一覧表を配布し、

に貸与していた全自動洗濯機・冷蔵庫につ 適正な物品管理に努めています。

いては、帰国時に無断で処分されており、

今後このような事が起きないよう事前に交

流員に説明しておく必要がある。

（財）岐阜県研究開発財団（所管課：研究開発課）

結果の内容 左記に対して講じた措置

【理事の出席状況】 平成 20 年 12 月 1 日に施行された、新公
理事の削減を図り、真に財団のことを検 益法人制度に係る法律により、平成 25 年 11

討できる理事のみによる円滑な意思決定が 月 30 日までに新法人（公益財団）へ移行す
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可能な役員組織にしていくべきである。 る予定をしております。このため、移行申請

時までに理事の見直しをしていきます。

【総務・経理部門の集約】 財団の事業拠点ではそれぞれ独自の業務を

財団は事業拠点が 4箇所に分かれており、実施していることから内部事情が異なります
総務経理担当者もそれぞれの拠点で 1 ～ 3 ので、完全な集約化は困難と考えますが、各
人程度が業務を行っているため、現在の人 事業拠点の実情や財団の今後の方向等を勘案

員は過剰と思われる。 して検討していきます。

複数の財団が統合した目的の一つに経費

の削減が意図されていることから、その効

果を高めるため総務・経理部門の集約に早

期に着手すべきである。

【経済産業省受託事業の企業との契約内容】 財団と企業との委託契約では、企業の責務

財団は企業と契約を交わすに当たり、契 による契約不履行の場合において、企業が委

約不履行の場合には支出した研究資金のほ 託金を受け取っているときは、それを財団へ

か、機械装置の価値減少部分についても損 返還しなければならないことを定めておりま

害賠償請求ができるよう契約内容を見直す す。

べきである。 契約不履行により管理法人である財団に損

害が発生したとき（取得した機械装置等の価

値減少等）も、企業がこの損害を賠償しなけ

ればならないよう契約条項に定めました。

【産学官共同研究助成事業 助成対象の認 審査会委員の構成員を定める「産学官共同

定の公平性】 研究助成金交付審査要領」を改正し、平成２

助成対象の認定にあたっては、公平性を １年度の審査会委員から県研究開発課職員を

保つため、助成申請団体の直接の関係者や、除外しました。

同団体の影響を大きく受ける関係にある者

は関与しないこととすべきものと考えられ

る。

しかし、当該助成金認定審査会の審査委

員（5 名）の中には、県研究開発課の課長
が含まれているため、県の収入確保あるい

は傘下の試験研究機関の事業実績の確保を

考慮に入れた判断を行うことにより、助成

対象の認定の公平性が害される可能性があ

る。

従って、このようなケースにおいては、

県研究開発課関係者を上記審査会の委員に

しないことを明確に規定すべきである。

【産学官共同研究助成事業の採算性】 「産学官共同研究助成金交付審査要領」に

助成対象の選定をこれまで以上に厳格に よる審査基準の事業化評価項目のうち「製品

し、実用化・製品化の確度が十分に高いと 化の見通しがあるか」を「事業化計画が明確
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考えられるテーマに絞って助成を行う。或 であるか」に改正し、平成 21 年度助成対象
いは、「共同研究に要する研究経費（人件費 からこの項目を厳格に審査して、実用化の確

を除く）の 3 分の 2 以内」としている助成 度の高いテーマを選定するようにしました。
割合を引き下げ、例えば「2 分の 1 以内」
や「3 分の 1 以内」とすることで、応募し
てくる企業自身が負担するリスクをこれま

でより高めに設定し、企業に従来以上の本

気さを求めていくなど、成果があがる体制

を整えていく必要がある。

【収支計算書 人件費の表示区分】 従前の収支計算書は、支出額を事業費支出

主要人件費が管理費に計上されている。 と管理費支出に区分して計上しており、事業

事業費に従事人件費が含まれないと、以 に従事する職員の人件費も管理費支出に計上

下のような問題が生じると考えられる。 してきました。

（ア）事業費が本来その事業実施に必要と 平成 20 年 4 月 11 日に新たな公益法人会
なるコストよりも少なく表示されるため、 計基準の運用指針が定められたことにより、

県補助金以外でその充当財源となる収入（参 平成 21 年度収支予算からこの運用指針に沿
加者負担金、民間等からの助成金、受託収 った会計基準を適用するとともに、表示区分

入など）との見合いで「コストに見合った は実態に即したものへ見直し、事業に従事す

収入が得られている」あるいは「県補助金 る職員の人件費は事業費に計上しました。

のかからない事業である」といった誤った

評価が導かれてしまう

（イ）参加者負担料の単価の妥当性の検討

の元となる基礎データが歪められ、受益者

負担の考え方に則した適切な料金設定が困

難となる

（ウ）管理費が相対的に多く表示されるた

め、総支出額に対する管理費の割合が高く

なり、実態以上に管理業務に無駄が多いと

いう評価がなされてしまう

従って、各事業費に主に従事する課の人

件費を合理的な方法で管理費から区分し、

各事業費に計上することが、上記のような

問題点を克服し、事業の実施・継続に係る

意思決定や料金改定を適切に行う上で、望

ましいものと考えられる。

【一回目の入札が不落の場合の予定価格の 設計金額の算定においては、海外での展示

変更】 実績がなく、国内展示における例等を参考と

ドイツで行われた産業見本市への出展に したため積算が不十分であったこと等から不

係る委託業務について、一回目の指名競争 落となりました。このため、業務内容を再度

入札結果が予定価格を上回っため不落とな 精査したところ必要業務の計上漏れ等があっ
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り、予定価格変更のうえ日を改めて行われ たので仕様と予定価格を変更して再度の入札

た二回目の入札で落札されている。 を実施したものです。

経緯を見ると、二回目も不落となるのを 今後は、設計の際には業務内容を十分に精

避けるために根拠なく予定価格を増加変更 査する等して、この様なことの無いように努

させているとしか言えない。もし、予定価 めます。

格の増加変更に合理的根拠があるならば、 また、契約審査会においても、業務内容を

その旨を変更仕様書で明示するべきである 十分聴取してより厳格な審査に努めます。

し、また、当該変更を審査しているはずの

契約審査会は、不明瞭な変更を牽制するべ

きである。

【固定資産、物品の現物照合】 固定資産及び物品の現物との照合（現物実

現物実査が実施されているものの、その 査）は、会計処理規程の規定により毎会計年

結果報告資料が作成されていない。 度に実施していますが、現物と台帳とに差異

現物とリストが全て一致していたとして が無かったために経理責任者への報告がされ

も必ず結果資料を作成し役席者の承認を得 ていませんでした。今後は、差異の無い場合

たうえ当該資料を保存する必要がある。 でも現物実査の結果を経理責任者へ報告し、

また、消耗什器備品においても事務局が 承認を得たうえで適正に保存することとしま

全体の現物管理状況を把握しておく必要が す。なお、平成 20 年度の現物実査結果につ
あるので、少なくとも全件一致か否か、不 いては、経理責任者へ報告、承認を得て保存

一致があるならその物件名と原因の報告を しております。

要求するべきである。 また、備品管理シールについては、貼付済

その他、当年度に実施された現物実査の みであることを確認しました。今後は、什器

結果、管理シールの貼付漏れが 2 件あった 備品購入の際には台帳登録と管理シール貼付
旨のメモがあったので、必ず、購入時台帳 を速やかに行います。

登録とともに現物へのシール添付がなされ

る必要がある。

【出前実験講座事業 予約の受付方法】 当講座は、学校行事に組み込まれている場

遠隔地の学校等を優先し、近隣の学校等 合がほとんどですが、通常学校では、行事日

に対してはできるだけ来館を促していく必 程を年度開始前に決定しており、当講座への

要がある。 予約は、前年度末又は、年度当初に集中しま

当講座の趣旨である「遠隔地等のため来 す。

館が困難な者にも科学実験を体験する機会 予約が重複することもあり、その場合は地

を提供する」ためには、いわゆる早い者順 理的状況や昨年までの実績等を勘案し、優先

ではなく、複数の予約申込者の中から当セ 順位を決定しているところです。

ンターが衡平を勘案しつつ選考できる制度 遠隔地校等への周知は今後も継続的に行っ

が必要であると感じられる。そのためには、て参ります。

例えば 3 か月を超える先の予約は仮予約と
し、複数の学校等からの仮予約を受け付け、

残り 3 か月となった時点で当センターが地
理的状況や昨年までの実績等を勘案して出
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前先を決定・通知し本予約とする等の工夫

をすべきである。

【出前実験講座事業 受講者の負担】 出前実験講座の実施は、当館への来館者増

効率的な運営の観点からは参加人数が多 のための PR の役割も担っていることを念頭
いほど一人当たりの負担額が少なくなるよ に、受講料の積算に当たっては、合理的かつ

うにすれば、依頼者側はできるだけ多くの 理解の得られる額となるよう類似館の状況を

参加者を集めようとするため当センターの 参考にするなど、その実施の適否を含めて検

運営効率も高まると考えられる。これらを 討します。

参考に合理的な料金体系を決定すべきであ

る。

【入館者数 目標値の設定（サイエンスワ 入館者の年次目標は、過去の実績をもとに

ールド）】 当該年度の運営体制や事業計画及び施設の状

今後の創意工夫をある程度織込んだ、や 況等を踏まえて策定しております。今後も、

や高めの目標数値を掲げるべきである。 適正な目標数値の設定に努めます。

また、年次目標を設定するに当たっては なお、中長期目標については、県との管理

センター独自の中長期目標を定め、これを 運営協定における業務の指定期間等を踏まえ

各年次にブレイクダウンする形で各年次の て今後検討します。

目標数値を設定することが望ましい。

【コンテナ回数（出前実験講座回数）（サイ 当センターの行事計画、ワークの予約状況、

エンスワールド）】 職員体制、実績趨勢等を総合的に勘案してよ

平成 17年度から実績が目標を大きく乖離 り適切な目標数値を設定していきます。
しているにもかかわらず、それ以前の目標

水準とあまり変わらない目標水準が維持さ

れている。出前実験講座のニーズの高まり

は十分に認識しているのであるから、これ

に応じてそれなりの目標水準を設定するべ

きである。

【サイエンスショー、スペシャルワークシ サイエンスショーの実演のない日において

ョップ 平日の人員配置体制（サイエンス は、同関係者をワークショップの材料準備や

ワールド）】 プログラムの入替等に関する業務、科学図書

サイエンスショー及びスペシャルワーク 館収蔵書籍・資料等の整理の業務に当たらせ

ショップとも、平日は実演のない日が相当 ています。

程度生じるのであるから柔軟な人員配置体 また、スペシャルワークショップは、2 名
制を採り人件費を節減する余地があるもの （職員、嘱託及び日日雇用等）で対応してお

と考えられる。よって、サイエンスショー り、利用のない日は、ワーク開発・予備実験、

の平日利用のない日は、ワークショップ関 ワーク準備等の業務に当たらせています。

係業務や館の整理整頓等の業務に振り向け

るなどして効率的な人員配置を図るべきで 今後も、柔軟な人員配置により、より一層

ある。 効率的な運営を図っていきます。

【後援会の財団への統合等の検討（サイエ 後援会は、科学技術の振興・普及に関心を
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ンスワールド）】 持つ団体及び個人の集まりで、先端科学技術

後援会の目的はセンターひいては財団の 体験センターの事業に協力するために必要な

目的にかなうものであることから、後援会 事業を行うことを目的とした応援組織である

を財団が統合して直接運営することに特に ことから、財団へ統合することは適当でない

問題はなく、むしろその方が会費収入の拡 と考えます。

大や経費の効率化も図りやすいと考えられ また、財団から後援会へ人的支援をし、そ

る。 の対価を収受することについては、制度上問

また、後援会による運営の形態を継続す 題があり出来ないと考えます。

るとしても、業務の性質としては、県派遣 このため、後援会の運営方途については、

職員でないとできないものとは考えられず、県派遣職員の関与の見直しを含め、後援会と

経済的な事業実施のためには他の職員の方 協議のうえ検討していきます。

が適切である。さらに、派遣法や県派遣条

例との関係でも、給与の支給を受けること

のできる地方公共団体関連業務と認めるこ

とが困難である当該業務に従事することは

適切でないと考えられる。

従って、以下の事項について検討すべきで

ある。

（ア）後援会の財団への統合

（イ）後援会が運営する場合、財団からの

人的支援の廃止

（ウ）財団からの人的支援が必要な場合、

財団は対価を後援会より収受する

（エ）少なくとも県派遣職員には関与させ

ないこととする

【長期に亘る同一業者への委託（サイエン 業務の特殊性等の理由により随意契約をし

スワールド）】 ていた業務もありましたが、平成 20 年度か
同一業者による長期間の受託は、業務遂 ら当該案件は全て指名競争入札を実施してい

行が効率的になる一方でサービスの低下を ます。今後も、指名業者は公平性・競争性の

招く恐れがあるため、指名業者の入れ替え 確保が図られるよう選定していきます。

を増やす等、競争入札の実効性確保のため

の措置を講ずるべきである。

【国際バイオ研究所 負担金の精算】 国際バイオ研究所は、県有施設に行政財産

庁舎管理費負担金の積算資料について、 の使用許可を受けて入居している団体であ

精算に当たり県保健環境研究所の決算額を り、使用許可に当たって管理費は、「原則と

入手することなく、予算要求額を根拠とし して、その使用量、使用面積等に応じ、実費

た金額を円単位にしたのみの金額で支出さ 又は実費相当分を使用者が負担する」ことと

れていた。これにより、あるべき負担金額 されています。

より 660,738 円多く負担していたと考えら 管理費の算定については、当研究所は 100
れる。 ％県補助により運営されており、県全体の事
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超過負担金額については、県に対し返還な 務の効率化の観点から、建物全体にかかる経

いし翌年度における精算時に控除すること 費の当該年度の当初予算額を面積案分して徴

を請求すべきである。また、今後の庁舎管 収することとされております。

理費負担金の精算に当たっては、決算時に 今後の庁舎管理費負担金の精算について

こうした作業漏れが生じないよう、当初よ は、県に確認していきます。

り精算方法を相互に確認する必要があるこ

とに留意すべきである。

【役員の出勤簿の運用（国際バイオ研究所）】（ア）相互牽制機能を働かせるため、担当者

今年度の役職員の出勤簿と出張命令簿を の他に総務係長を新たにチェック実施者と

閲覧したところ、研究所長の出勤簿と出張 し、複数チェック体制としました。

命令簿において、不整合が見受けられた。 （イ）月次チェック前に、本人による確認を

当該ケースは担当者チェック上の見落と 行うこととしました。

しによるものと推測されるが、こうした運

用誤りのリスクを軽減するため、以下のよ

うな対策を講じるべきである。

（ア）チェック実施者を複数とし相互牽制

機能を働かせる

（イ）庶務担当者による月次チェックの前

に、各役職員本人よる確認を周知徹底する

【音楽療法研究所 事業の継続】 岐阜県音楽療法士の認定事業を平成 23 年
岐阜県音楽療法士の資格は岐阜県を主と 度（受講生の研修期間平成 21 年度～ 23 年

して通用している資格であること等から、 度）をもって終了することとしました。また、

岐阜県の厳しい財政状況の中で事業を継続 研究事業や研究所体制等については、今後県

すべきか否かを再検討すべきである。 と財団とで協議をしながら見直しを行ってい

きます。

【音楽療法研究所 実績数値の集計】 現在事例報告数の集計・分析等を行ってお

年度ごとの事例報告の数が未集計である り、平成 21 年度中に報告書を作成する予定
など、第三者に対する事例の定量的な説明 です。

ができる体制になっていなかった。実績で また、これらの報告書は、音楽療法の活動

ある事例の集計が不十分な状態では、個別 及び普及啓発に活用していきます。

的な事例で効果を示すことはできても、ど

れだけ多くの人々に効果が上がっているの

かを示すことができないため、個別事例が

偶然ではなく必然であることを社会一般に

認知させることは難しい状況である。

地味な作業ではあるが、実証データの蓄積

に加え、その統計も月次ベースか少なくと

も年次ベースで行い、その結果をもとに音

楽療法の有効性アピールに役立てていくべ

きである。
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【音楽療法研究所 認定前研修講座の参加 認定前講座（3年間）の受講料については、
料】 講座受講生募集時に３年間分の負担額を公表

音楽療法研究所が行う認定前研修講座は、しているため、中途の値上げは受講生の理解

民間が行う類似の学習講座料金と比べ非常 が得られ難いと考えられます。また、岐阜県

に安い価格設定となっている。 音楽療法士の認定事業は平成 23 年度（受講
研修事業費支出以外に間接費である管理 生の募集は平成 20 年度末に終了）で終了す
費支出が多額に発生していることを考慮す ることから、受講料（参加料）の改定は行い

ると、受講料価格は割安であると言わざる ません。

を得ない。受講料の価格設定について再検

討すべきである。

【音楽療法研究所 専門研究講座の参加料】 専門研究講座については、講座内容を精査

専門研究事業のうち、専門研究講座やト し、認定後研修講座への組み入れや外部への

レーニング講座は研究所職員のほか、岐阜 業務移管など、講座の実施方法及び有料化す

県音楽療法士等にも無料で参加を認めてい る場合の負担額等について検討していきま

る。しかし、これらの講座は専門性が高く、 す。

一次的には参加者の専門的能力の向上に資

するに留まる。受益者負担の観点から相応

の参加料を徴収するべきである。

（財）岐阜県教育文化財団（所管課：人づくり文化課）

結果の内容 左記に対して講じた措置

【非常勤理事の出席状況】 理事会の開催については、予め各理事の日

理事会においては本来出席して意見を述 程調整を行い、出席可能な日を理事会開催日

べることに意味があるため、できるだけ書 として決めています。

面表決という手段ではなく、実際に出席し

てもらうようにすべきである。

【欠席理事の対応】 欠席理事については、事前に、書面による

理事会に欠席した 2 名の理事は、書面表 表決ができるよう連絡を密に対応していま
決や表決委任といった意思表示のための代 す。

替手段があるにもかかわらず、意思表示を

行うことなく単純に欠席している。何らか

の事情があったとしても、通常なら書面表

決はできるはずである。財団運営のため積

極的な参加を促すべきである。

【監事の欠席】 通常理事会開催日は、監事の出席できる日

通常理事会では、監事が 2 名とも欠席し で日程調整を行った上開催しています。
監事不在で決議が行われている。議事運営

の適正を担保するため、財団は監事に対し

て責任を十分に果たすよう注意する必要が

ある。
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【生涯学習センター】 現在も補完的な役割を果たす事業を行って

地域密着型の生涯学習は、各地域の事情 いますが、事業を絞り込んだうえで、平成 21
等に精通している市町村が十分に推進でき 年度から人づくり文化課直営事業として引き

るのであれば、各市町村が本来行うべき事 続き行っていきます。

業である。しかし、必ずしも十分に推進で

きるとはいえない市町村がある現状を踏ま

えて、県は補完的に広域的な人材の育成、

先導的な事例の支援、広域的な情報の提供

を果たしていくべきである。

【二事業の目的・手法の重複等】 両事業のあり方や実施方法については検討

「ぎふ・リスト音楽院マスターコース」 しています。なお、継続にあたっては、関係

及び「ぎふ・プラハ音楽院セミナー事業」 機関の積極的な事業への関与や協賛金等の自

は、目的・手法がほとんど同じであり、重 主財源の獲得に努めています。

複した事業のように見える。

県税の活用の有効性・効率性の観点から、

「ぎふ・プラハ音楽院セミナー事業」の必

要性について再検討すべきである。仮に継

続するのであれば、協賛金や受験料といっ

た自主財源を獲得し、県税の投入をできる

限り縮小するよう努力すべきである。

【岐阜県歴史資料館 目標設定】 歴史資料館は、平成 21 年度から機能を縮
同館は入館者数による明確な目標設定を 小し、展示業務は行わず、資料の保存整理と

行っておらず、入館者実績の増減について 閲覧業務を中心として運営を行うこととしま

の原因分析も十分とはいえない状況であっ した。

た。どちらもより良いサービス提供を行っ

ていくために重要であることから、今後も

展示施設の運営を続けるのであれば、毎年

度入館者数の目標を明確に設定し、入館者

実績の増減についての原因分析を行うべき

である。

【岐阜県歴史資料館 行政文書の保存】 今後の課題と認識していますが、以下の理

今後は順次デジタル情報のまま保存する 由から、当面、電子決裁を行った文書であっ

ことができるはずである。岐阜県は経費節 ても紙で保存することとしています。

減の観点から行政文書の保存のあり方につ ①電子決裁による文書を保存する場合であっ

いて再検討すべきである。 ても、そのままデータを保存すればよいとい

うわけではなく、文書を検索、閲覧を行うシ

ステムの構築が必要であり、多額の経費が必

要である。

②電子媒体による保存は、その耐久性等に疑

問がある。
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③デジタルデータの改ざんが行われないよ

う、充分なセキュリティ対策を行う必要があ

る。

【岐阜県県政資料館 県政資料の展示】 岐阜県県政資料館は平成 21 年 3 月末日を
コストを負担してまで現在の場所で常設 もって廃止しました。

展示館を運営し続けるよりは、むしろ機会

をとらえて人の多く集まる場所等で展示コ

ーナーを設けるといった方法を採用するほ

うが、閲覧者数が多くコスト負担も少ない

のではないかと思われる。

県は費用対効果の観点から常設展示の必

要性について再検討すべきである。

【岐阜県県政資料館 コミュニティルーム、 岐阜県県政資料館は平成 21 年 3 月末日を
企画展示室】 もって廃止しました。

コミュニティルーム、企画展示室の必要

性を再検討すべきである。

【県政資料館の今後の方向性】 岐阜県県政資料館は平成 21 年 3 月末日を
県政資料館は、費用対効果面及び利用者 もって廃止しました。

の公平性の面からも問題点があると考える。

従って、岐阜県は、当資料館について閉

館を含めた抜本的な見直しを検討すべきで

ある。

【伝統文化後継者育成事業における超過助 超過助成となっていた 2団体については、
成】 返還手続きが終了しました。

超過助成となっているものが２団体あっ また、チェック体制を確立し対処していま

た。 す。

今後は実績報告書において助成限度額や

助成対象経費を明示させる様式にするなど、

チェックしやすい体制に改善すべきである。

【県民文化振興事業における助成対象経費】 対象外経費については、要綱で明確に定め、

実績報告書及び関連証憑のチェックにあ 申請者に対してより適切な指導を行っていま

たっては、助成金の精算金額の正確性の検 す。

討のみならず、対象経費として報告されて

いるものの中に対象外経費が含まれていな

いかという観点でその妥当性を厳正に検討

すべきである。

助成対象及び助成対象外の内容を要綱に

明記し対象団体に認知させるのが適切であ

ると考えられる。よって、内規ではなく要
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綱に飲食費の対象・対象外の内容を一括し

て明記すべきである。

【県民文化振興事業における団体内部の準 助成対象となる日当については、基準を設

備会議等にかかる日当】 けていますが、要綱等で明確化し、申請者に

本番前の段階における内部での会議は団 周知します。

体の自主活動そのものであり、実質的に助

成対象とするのは適切でないものと考えら

れる。

助成対象経費となる日当については、準

備会議等を含まずイベント本番における日

当を対象とすることを要綱で明確に定める

べきである。

【助成金認定審査会での議事録】 今年度開催される審査会時に、申請団体の

当該助成金認定審査会の審査委員（5名） 関係者が一時退席した事実や発言者名を議事
の中には、助成対象団体の代表者が含まれ 録に明確に記録していきます。

ている。この代表者は、当該団体に対する

助成の審議の場においては一時退席してい

たとのことであったが、当該審査会の議事

録を閲覧したところ、その記録は残されて

おらず、各発言の発言者名も明示されてい

なかった。そのため、助成対象の認定の公

平性が確保されていたか客観的に判断でき

なかった。

従って、このようなケースにおいては、

審査会の議事録において、申請団体の関係

者が上記審査会の場を一時退席した事実や

各発言の発言者名を明確に記録すべきであ

る。

【文化振興特別事業助成の助成額】 助成額の上限額を設定しました。

文化振興特別事業助成の助成額について、

要綱上「理事長が別に定める額」と定めて

あるのみであり、上限額は一切定められて

いない。

一定の上限額を定めるべきである。

【収支計算書 一般会計の人件費の表示区 人件費の経常区分については、今後検討し

分】 ます。

一般会計において、主要人件費が管理費

に計上されている。

事業費に従事人件費が含まれないと、以

下のような問題が生じると考えられる。
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（ア）事業費が本来その事業実施に必要と

なるコストよりも少なく表示されるため、

県補助金以外でその充当財源となる収入（参

加者負担金、民間等からの助成金、受託収

入など）との見合いで「コストに見合った

収入が得られている」あるいは「県補助金

のかからない事業である」といった誤った

評価が導かれてしまう

（イ）参加者負担料や施設使用料の単価の

妥当性の検討の元となる基礎データが歪め

られ、受益者負担の考え方に則した適切な

料金設定が困難となる

（ウ）管理費が相対的に多く表示されるた

め、総支出額に対する管理費の割合が高く

なり、実態以上に管理業務に無駄が多いと

いう評価がなされてしまう

従って、各事業費に主に従事する課の人

件費を合理的な方法で管理費から区分し、

各事業費に計上することが、上記のような

問題点を克服し、事業の実施・継続に係る

意思決定や料金改定を適切に行う上で必要

である。

【特別会計の収入の表示区分】 平成 20 年度 3 月補正予算において、国庫
収支計算書上「県補助金収入」4,869 千 補助金収入を歳入科目に追加し、国庫補助金

円の中に、教育普及事業に対する国庫補助 収入を独立掲記しました。

金収入 1,011 千円（補助率 1 ／ 2）が含め
て表示されている。

当該補助金は、県がいったん受入れてい

るわけでもなく、財団が国に直接交付申請

して受けているものである。

よって、収支計算書上、「国庫補助金収入」

として独立掲記すべきであり、今後は適切

な表示に留意すべきである。

【職員の時間外勤務手当の算定誤りによる 平成 20 年度において、対象者から、超過
支給超過】 支給分を徴収し返納させました。また、時間

平成 19年度の時間外勤務手当の算定資料 外手当の支給に当たり、担当、担当課長、事
について、時間外勤務手当の算定単価に、 務局長がチェックする体制を確立しました。

給与月額とその地域手当に加えて、扶養手

当に対する地域手当が対象者には含まれて

おり、支給超過が生じていた。



- 42 -

その要因としては、上席者のチェック機

能が実質的には働いていなかったことが考

えられる。

上席者が実質的にチェック機能を果たせ

るよう、以下にような改善措置を講じるべ

きである。

（ア）異動に伴う算定誤りのリスクを軽減

するため、人件費算定に係る基本的事項に

ついて、財団としてのチェック項目を確立

する

（イ）上席者、担当者ともに、主要な関連

規程やその改定事項について、その都度理

解の共有を図るようにする

【委託業務単位】 平成 21 年度から、業務委託契約について
岐阜県美術展の会場設営等に関する委託 は、一括して指名競争入札で実施しました。

について、「会場構成・作品展示業務」と「作

品搬出入・輸送業務」とに分割されている。

業務単位分割により予定価格が 100 万円
以下となり、契約方法が随意契約で足りる

結果となっている。

一連の作業として同一業者に委託するの

が作業効率や委託コストの面で優れている

はずであるし、自然である。

業務を区別する合理性は認められないの

で、今後は両業務を一括し本来なされるべ

き指名競争入札による契約方法に変更すべ

きである。

【指名競争入札時の事務手続】 入札執行一覧表への転記については複数チ

入札書から入札執行一覧表への転記ミス ェックを行い、ミスの生じることのないよう

が 1件あった。 にしました。

入札執行一覧表は、全ての指名業者の入

札結果が転記され比較・決定が行われる重

要な書類であるので、転記ミスは絶対ない

ようにする必要がある。

【固定資産、物品の現物実査】 平成 20 年度に規程を整備し、結果報告書
固定資産については、現物実査が実施さ を作成しました。

れているものの、その結果報告資料が作成

されていない。現物とリストが全て一致し

ていたとしても必ず結果資料を作成し、役

席者の承認を得たうえ当該資料を保存する
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必要がある。

（社）岐阜県森林公社（所管課：治山課）

結果の内容 左記に対して講じた措置

【長期収支計画の公表】 （治山課）

公社は、長期収支計画について県民に対 県と公社による、長期収支の公表に向けた

して全くディスクローズ（公表）していな 内部検討会を開催し、最新の試算結果を反映

い。 させた、県民にわかりやすい資料「岐阜県森

借入金額（未払利息等を含む。以下同じ） 林公社 分収造林事業の長期収支見込みと経

は平成 19 年度末の公庫・県・金融機関合 営改善について」を作成しました。
計で 360 億円を超えるほど多額である。現 当資料を森林公社のホームページで公表

在の長期収支計画では借入金が木材の伐採 し、広く県民の意見を反映させる仕組みとし

収入等により全額返済できることとなって て、メール等で意見募集を行っています。

いるが、長期の計画であり社会情勢や経済

状況については不確実なため、将来的に岐 最新の算定因子により試算した長期収支試

阜県からの借入の債権放棄、または公庫や 算結果を基に資料「岐阜県森林公社 分収造

金融機関からの借入金に対して岐阜県が返 林事業の長期収支見込みと経営改善につい

済を肩代わりする可能性も否定できず、県 て」を作成し、当資料をホームページで公表

民に対して負担を強いる可能性がある。 しました。また、メール等で県民の方からの

公社及び県は、県民に対して説明責任を 意見を募集しています。

果たす必要がある。

現在、公社では毎年最新の時価評価に基

づき長期収支計画を更新しているが、公社

での内部資料を更新しているに過ぎず、長

期収支計画そのもの及び長期収支計画の更

新内容について全く公表していない。ホー

ムページ等で公表し、広く県民の意見を反

映させる仕組みを構築する必要がある。

【県及び公社の方針】 （治山課）

分収造林事業に対する県及び公社の方針 県としては、健全で豊かな森林づくりを推

が、環境を保全するための公益性を重視し 進するうえで、公益性を重視しつつ、環境的、

た事業なのか、採算を考慮した投資事業な 経済的にも持続可能な森林づくりの施策を推

のか説明および PRが不十分な状況である。
公益性を重視した事業であれば、広く一 進しているところです。

般県民に対して環境保全及び災害防止効果 分収造林事業についても、県の施策「岐阜

などを PR し、多額の負担を県民に強いる 県森林づくり基本計画」に沿った森林づくり
可能性が生じることに対して理解を求める を推進し、今後とも、森林づくりの環境保全

必要がある。また、投資事業であればより 効果、災害防止効果等の公益的機能について

現実的なリスクを特定して計画を作成し投 県民に理解が得られるように、経営改善策と

資に対する回収予定額を正確に測定する必 併せて公社と連携して推進します。
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要がある。 また、「岐阜県森林公社 分収造林事業の長

森林公社の問題は、全国的な課題であり、期収支見込みと経営改善について」を森林公

国（林野庁）が公社支援のための対策（補 社が公表中であり、今後も様々な機会に分収

助金、交付金）を講じていることから、国 造林事業に関して県民に理解が得られるよう

の支援を受けながら経営改善を図ることが な活動を積極的に展開するよう公社を指導し

有利であるといえるため、公社を存続させ、ます。

県と公社とが連携し、次のような経営改善 今後も、公社経営の改善のために、他の都

策を進めていく必要があると考えられる。 府県と連携を図り、国に対して公社支援に対

する提言活動を積極的に推進します。

（ア）累積債務軽減のための経営改善計画

を策定し、毎年、実行・評価・検証を行う。 （ア）平成 19 年 3 月岐阜県から「経営改善
（イ）所有者との間の契約変更（分収率の プラン」の提案を受け、平成 19 年度「経営
見直し）を集中的に進める。 改善プラン」を策定し平成 20 年度から実施
（ウ）食害等のため今後の成長によっても し、評価・検証を行っています。

十分な価格での売却が見込めない森林につ （イ）現在、所有者との間の分収造林契約に

いて、契約解除、繰上げ償還等によってコ おいて、非皆伐施業への転換のための長伐期

スト削減を図る。 化とする契約期間延長への契約変更事務を進

（エ）収入間伐を積極的に行う。 めているところであり、今後、長期収支試算

（オ）他の類似団体との管理部門の統合等 や全国の動向を勘案しつつ、分収率変更にも

を検討する。 理解を求めていきます。

（カ）分収林の新規事業は行わない。 （ウ）食害を受けている契約地の保育事業実

（キ）分収林を調査・評価し、今後の管理 施については、林地を調査し、施業目的に応

の継続・契約解除等を検討・決定する。 じない食害等の区域を除いて実施していて、

（ク）公社が有している森林管理機能を活 契約地一体が無立木地となっている訳ではな

用し、社会貢献の検討を行う。 く、契約解除を必要とするまでには至ってい

なお、上記のほか、森林公社の経営改善の ないのが現状です。

課題を抱える他県とも連携して、分収林制 （エ）間伐材の販売による中間収入の確保、

度が抱える問題の抜本的な解決に向け、国 資源の有効活用のためにも収入間伐を積極的

に対して提言をしていく必要がある。 に実施します。

県及び公社は今後の方針について基本施策 （オ）木曽三川水源造成公社との経営管理部

で方向性を示し、県民の理解を得られるよ 門については、概ね統一を図りました。今後、

う努力する必要がある。 事務事業部門の統合を検討し、共通事務に対

する事務の効率的な処理を実施していきま

す。

（カ）平成 14 年度以降新規分収造林契約は
凍結しており、平成 17 年度からは植栽をし
ていません。

（キ）分収造林契約地について成立本数、樹

高、直径、施業歴等を調査したカルテを作成

し適正管理に努めることとしています。
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（ク）公社造林地だけでなく周辺地域と一体

となった管理に向けた取組を検討します。

また、他府県公社との連携や情報交換、県

や国に対して支援策を求める等、経営改善に

努めるとともに県民の理解を得られるように

努めます。

【白山林道事業 利用料収入の配分割合】 配分割合については、経営努力を早期に反

配分割合について、岐阜県森林公社と石 映するための仕組みとして、毎年見直す（従

川県林業公社では過去から協議により算定 来は 5 年以上固定であった。）こととしまし
因子を模索してきた。しかし、現在の方法 た。なお、平成 21年度の配分率については､
では、整備費や管理費の金額が算定因子に 37.08％（改定前 36.37％）と改善しました。
算入されており、経営努力により整備費や この結果については、ホームページで公表

管理費を削減すればするほど、配分割合が します。

悪化し利用料収入の配分が減少してしまう。

今後、石川県林業公社と再度協議し、経営

努力が反映される方法へ変更するよう交渉

し、結果についてはホームページなどで公

表する必要がある。

【白山林道事業 利用促進のための活動】 一般の県民を対象としたアンケートを実施

利用を促進するために PR 活動を行う必 し、その結果を参考に効果的な PR を推進し
要がある。 ます。

PRを行うにあたり知名度、利用頻度など なお、利用者増加に繋がるホームページの

の事前調査を行っていない。効果的な PR 活用や利用者サービス向上に繋がる看板等の
が不十分な状況であるといえる。本来であ 設置については、費用対効果を考慮しつつ予

れば、無作為に抽出した一般人に対して、 算の範囲内で積極的に推進します。

白山スーパー林道の利用実態、認知度、評

判などをアンケートし、その結果に応じて

PR方法を検討していく必要がある。
白山スーパー林道は観光施設であるから、

公社は無作為抽出のアンケートを入手し不

特定多数の関心を調査する必要がある。

またホームページでも PR を集中的に行
う必要がある。検索で白山スーパー林道が

抽出されることやバナーなどで PR すべき
である。また看板などを多く設置し利用者

を増加させる必要がある。

【白山林道事業 事業計画の正確性】 東海北陸自動車道の全線開通効果や PR 活
公社は白山スーパー林道経営改善計画を 動効果による利用台数実績の推移、アンケー

見直し、実現可能な指標に基づいて将来計 ト調査結果等を精査し、計画の見直しを行い

画を作成する必要がある。 ます。また、今後も東海北陸自動車道の全線
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開通効果を生かし、PR活動の充実等により、
計画台数を達成するよう努力します。

【岐阜県から公社へ支出する補助金】 （治山課）

本来公社自身の経営努力により獲得した 県は、当林道が、観光道路、また石川県と

収支余剰金を財源として県借入金の返済を の経済交流街道として、公共性の高い道路で

行うことができる可能性があるにもかかわ あることから利用者の安全性の確保のために

らず、県が補助金を支給することにより実 補助事業を実施しているので、今後とも、補

質的に公社の県借入金の債務免除を行って 助事業の主旨に沿った適切な補助事業の執行

いる状況であるといえる。公社が経営努力 に努めます。

を行わなくても、結果として、公社の県借 また、利用者の安全かつ快適な交通を確保

入金を県民の負担で債務免除してしまう仕 することによって、より多くの方のご利用を

組みは問題である。県は補助金の補助対象 いただき、岐阜・石川両県の観光、経済交流

事業及び補助率を見直し、簡単に債務免除 に貢献でき、公社の経営改善に資するような

してしまうのではなく、緊急を要する道路 有料道路運営について、公社を引続き指導監

補修等の著しく公益性（安全性）に影響を 督します。

与えるものを除き、公社の経営努力で県借

入金を回収できるよう再度検討する必要が 利用者拡大のための PR 活動を実施し、利
ある。 用料収入の増収を図ります。

また、道路の管理体制の見直し等による経

費削減を検討します。

【白山林道事業の民間企業の活用（または 効率的な運営、また地域の活性化に貢献で

売却等）】 きる運営体制を検討するとともに、今後は民

白山林道事業は、効率性にすぐれた民間 間企業のノウハウ等（民間企業の PR 手法・
企業への委託や売却も視野に入れ、民間企 民間企業を参画させた PR 手法）を参考とし
業のノウハウを十分に活用することを検討 て、安全かつ効率的な運営に努めます。

していく必要がある。

【理事の代理出席、書面表決】 理事会招集の際は、理事に対し本人出席が

平成 20 年 5 月の理事会について、代理 不可能な場合は、代理出席または書面表決を
出席も書面表決もしていない欠席者が 2 人 促しています。
いる。

欠席理事については代理出席または書面

表決を促し、少なくとも情報交換を交わす

ようにすべきである。

【出勤簿の記載】 木曽三川水源造成公社事務局長と岐阜県森

専務理事の出勤状況を調査するため専務 林公社専務理事の兼務職である森林公社専務

理事の出勤簿を閲覧したところ、本人によ 理事は、両公社の共有出勤簿により一元管理

る押印がなされておらず、白紙となってい としました。

た。

専務理事は森林公社と同じフロアーの隣

接する（社）木曽三川水源造成公社の事務
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局長も兼務しており、当該公社の出勤簿に

は自ら押印をしていた。しかし、専務理事

は（社）岐阜県森林公社の専務理事として

森林公社の出勤簿にも自らの押印が必要で

ある。

【保育保護事業費支出 相見積もりの実施】 平成 21 年度から、相見積もりの実施、指
指名競争入札を実施し、森林組合だけで 名競争入札の導入を検討しています。

はなく民間業者による施業または森林組合 今後は利用間伐事業については民間事業者

と民間業者との共同による施業に移行する を含めた指名競争入札に取組み、また、森林

ことが、現状ではすぐにはできないという 整備合理化計画の施業受託者から見積書を徴

ことであれば、その前段階として森林組合 して契約額や契約先を決定する契約制度を導

以外の他の民間業者からの相見積もりを取 入する方針です。

るべきといえる。

森林組合以外の業者からの相見積もりは

現在行われていない。請負費を削減するた

めに、他の民間業者から相見積もりを取り、

森林組合との請負価額の決定において参考

資料とすべきである。

【入札】 平成 21 年度の事業について、地域外業者
指名競争入札の実施状況について、白山 も含めた 12者で入札を実施しました。

林道春季除雪事業に関しては、白山林道開

通から 30 年以上継続して同じ業者が落札
していた。落札率は、95 ％以上と高落札率
で推移している。

また他の事業に関しても落札率は高く、

落札業者も複数年連続して落札していた。

これらを勘案すると現状の入札方法では、

入札の実効性が確保されていない可能性が

高い。そのため指名業者の選定にあたり、

地元業者に限定せずに入札を実行するなど、

入札の実効性が確保されるような仕組みを

整える必要がある。

【委託料 白山林道事業】 委託先の選定、単価、工数の見直しを行い

今後は規程の見直しを含め、委託先の選 経費削減に努めて実施しています。

定やその単価、工数の見直しを行い、経費

削減に努める必要がある。

【資産管理体制の整備】 資産の実態を確認しましたので、今後も適

公社ではこれまでに取得した資産に関し 正な管理を実施します。

不明な点が多く所有している資産に関する

認識が不十分であるため、過去の固定資産
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台帳や取得の証憑からリストを作成し現物

と突合することで実態把握を進めている段

階である。

しかし、所有資産が明らかでないことは

大変重要な問題であり、どういった資産を

どのような状態で有しているかを把握する

事は適切な資産管理をするための前提条件

である。そのため、まず実態把握を早急に

完了させ、公社として所有している資産の

実態を明らかにする必要がある。

【固定資産、物品 資産計上】 固定資産台帳に資産計上し、償却処理を行

蓮如茶屋公衆トイレ発電機は、固定資産 います。

として計上すべきことが要求される。しか

し現状では「白山スーパー林道維持補修事

業費」として一括費用計上されてしまって

いるため、一括費用処理すべきではなく固

定資産台帳に資産計上し償却処理して行く

必要がある。

【備品票】 備品票を作成し貼付しました。

備品票の様式が定まっていないことに加

え、貼付されているものとされていないも

のが混在しており、規程に従った適切な管

理がなされていない。そのため規定上の必

要事項を具備した備品票の様式を定めた上

で各資産に貼付し、適切な管理ができるよ

う改善する必要がある。

【固定資産、物品 台帳整備】 固定資産台帳、備品台帳を整備しました。

取得の記録だけでなく管理ナンバーの付

与や現物照合、処分の記録等の処理も継続

して行って行く必要がある。

また、固定資産台帳に計上し管理するこ

とが要求されるにも拘らず費用で落とした

上で備品管理台帳に計上されているものが

ある。そのため、当該する物品については

固定資産管理台帳に資産計上し減価償却を

行って行く必要がある。

【固定資産、物品 現物照合】 現物照合を行ったうえで、台帳と貼付票に

公社では未だ所有資産の把握が不十分で 基づいて現物実査表を作成しました。

あり、固定資産の現物との照合は実施途上

にあるため、現物照合が適切に実施できる
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環境を整備する必要がある。

また、現状では照合に当たり現物の状態

は確かめているが遊休資産か否かなどの使

用状況の確認がなされておらず、これでは

不要な資産の早期処分等が適切に実施でき

ないため、使用状況の確認も併せて実施す

べきである。

物品に関しては、払い出しと転記のチェ

ックは行われているが、現物との照合の証

跡が一定でないため適切に実施されている

か不明である。そのため物品の現物との照

合についても、照合の証跡や記録に関し一

定のルールを定め、規程に従って適切に実

施する必要がある。

【固定資産、物品 購入】 固定資産の購入については規程等を遵守し

固定資産の購入にあたり、必要な添付書 適正に実施します。また、購入に係る決裁書

類の添付漏れ、記載漏れ、記載誤りが認め は一元的に管理します。

られる。

必要書類の不備については決裁が適切に

なされているか否かに関し疑義を抱かせる

ため、規程を周知徹底して改善する必要が

ある。

また、平成 19 年 8 月に外付け HDD が 2
回に分け個々の取得を 10 万円未満とした
うえで相見積りなしで取得されている。2
回に分けて取得された資産については、1
回で取得するならば 10 万円を超過する場
合もあるため、相見積りをとる必要がある。

なお、固定資産や物品の取得にあたり適

切な決裁を受けている案件についても、当

該決裁書が決裁書綴りと固定資産管理台帳

に分かれて保管されており一元管理がなさ

れていない。そのため決裁書に関しても決

裁書綴りに綴るなどルールを定め管理を適

切に行うべきである。

【固定資産、物品 売却、除却、廃棄】 固定資産や備品の処分について規程を遵守

公社では、固定資産や物品の売却、廃棄 し適正に処理します。

にあたり、10 万円以上のもののみ決裁を受
けており 10 万円未満のものは決裁を受け
ていない。しかし規程によれば固定資産や
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物品の売却、廃棄にあたっては金額の多寡

に拘らず事務決裁規程の定めるところによ

り決裁を受けるものとされている。そのた

め 10 万円未満のものに関しても適宜、適
切な決裁権者の決裁を受ける必要がある。

また、平成 19 年 3 月に売却の決裁を受
けている車両や、同月に廃棄の決裁を受け

ている PC等 44 点など決裁を受けている事
案に関しても、所定の添付資料「随意契約

説明書別紙 4」が付されていないなど書類
不備が認められるため改善する必要がある。

さらに規程で求められている固定資産の

売却、撤去、廃棄に関する理事長への報告

書が一切作成されていない。 そのため今

後は規程に従って適切に実施する必要があ

る。

【固定資産、物品 リース資産】 現物照合を行ったうえで、リース資産管理

公社では保有するリース資産について、 台帳を作成し管理票を貼付しました。

リース資産台帳上管理ナンバーは付されて

おらず管理票の貼付もなされていない。ま

た現物との照合も実施されていない。リー

ス資産についても管理責任を負う以上、管

理ナンバーを付した上で毎会計期間に 1 回
以上は台帳と現物を照合しその実在性や状

態を確かめて適切に管理する必要がある。

平成20年度 包括外部監査の意見及びこれに対して講じた措置

（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター（所管課：街路公園課）

意見の内容 左記に対して講じた措置

【県派遣職員の効率化】 「公益法人等への一般職の地方公務員の

職員の平均勤続年数は2年2ヶ月であり、 派遣等に関する法律」で派遣期間は３年（最

職務に慣れたころには交代という状況にあ 長5年）を超えることができないことや県

り、これでは職務の効率化は図れないと考 の人事異動により派遣期間が決定されてい

えられるため職務の効率化が図れるような ます。

勤務期間にする事が望ましい。 財団の業務状況により判断し、適切な派

遣期間となることで職務の効率化が図れる

よう関係当局とも調整していきます。

【県派遣職員の人件費】 平成21年度には、業務効率化等のための
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派遣職員を減らし、プロパー職員、専門 組織の見直しに伴い、県派遣職員を2名削

職員を活用した方が人件費は節約できると 減（20名→18名）しました。

いえる。 また、人材派遣会社からの派遣職員等2

人件費の節約・業務効率化を図るには県 名について、財団の専門職として採用し、

派遣職員の引揚げ・プロパー職員、専門職 組織体制のスリム化、業務効率化に努めま

員、嘱託への切替を検討することが望まれ した。

る。

【役員人事】 長期的な展望に立った役員人事が望まし

常勤理事は県OBや県派遣職員が概ね1年 いが、役員が交代することにより、新たな

から3年の周期で交代し就任している。 試みを財団運営に反映させることも可能で

経営改革が必要な財団において、短期間 あると考えております。

の周期で常勤理事が交代していては十分に 平成21年4月には、常勤理事1名（理事長）

能力を発揮できるか疑問である。 を選任しました。

常勤理事の選任は、県職員の退職後の就 理事長の交代により、今後の財団運営の

職先確保のための人事と疑われることの無 あり方、公園管理運営業務等について、新

いよう、財団の経営を長期的展望に立って たな視点での取り組みが進むものと考えて

なしうる人事が望ましい。 おります。

【西ゲートと東ゲートの2箇所の設置】 ゲートを閉鎖することは、公園の風評の

いずれかのゲートを閑散期において閉鎖 低下を招くことから平成19年度までは実施

すれば人件費を含めコストの節約を図るこ しませんでしたが、試行として平成21年1

とが可能ではないか。 月中に東ゲートを閉鎖して、来園者及び出

閑散期における東ゲートの閉鎖を検討す 店者への影響を調査しました。今回は来園

ることが望まれる。 者には大きな混乱はありませんでしたが、

一部出店者から営業上のクレームが出てい

ます。従って、採算性の観点は当然として、

風評問題や来園者の利便性等々、閑散期に

おけるゲート閉鎖のあり方について、試行

と合わせて多方面から今後とも慎重に検討

を重ねてまいります。

【茶室による抹茶の販売及び花ポッポによ 【茶室】

る園内運行】 平成20年度に引き続き、チラシに掲載を

閑散期の利用者数は現状では少ない状況 して利用促進を図っております。また、維

にある。 持管理費削減のため清掃管理費を2割削減、

閑散期の平日は利用者数が少ない状況に 常勤職員（2名）を短期職員に切り替え経

あり、費用対効果が乏しいため、茶室及び 費の削減をしております。

花ポッポの運行の利用状況を高めるよう改 平成21年度、当初予定は茶室立礼席の営

善策を検討することが望まれる。 業を閑散期（夏季・冬期）に閉鎖をする予

定でありましたが、風評問題や来園者の利

便性を考慮し年間を通して営業をします。

【ポッポ】
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「春のバラまつり」期間中には延長ダイ

ヤを運行し、来園者サービスと増収に努め

ました。

また、閑散期にはワンマン運行を取り入

れ、人件費の削減を図ります。

【花の都ぎふ推進基金助成事業の交付地域 市町村担当者会議、アドバイザー研修会

が東濃地方に偏重】 にて関係者に説明を行っているほか、財団

申請を行う地域は東濃地方に偏重してい ホームページにおいても制度紹介をするな

る。 どすべての地域に対し広く周知を行うよう

財団は、県全域において花の都ぎふ推進 努めています。

基金助成事業が推進されるようにより細や また、県全域において花の都ぎふ推進基

かな申請を募ることが望まれる。 金助成事業が推進されるよう、新規開拓や

更なる掘り起こしに努めます。

（財）ソフトピアジャパン（所管課：情報産業課）

意見の内容 左記に対して講じた措置

【ソフトピアジャパン入居促進事業】 賃料の割引については、既存企業の子会

ドリームコアへの入居対象者として既存 社や関連会社であっても投資リスクは高い

の大企業または中小企業が出資した子会社 ことから、県がこれらリスクを少しでも減

または関連会社でも入居条件は満たすこと らし新分野進出機会を創出することが、情

になっている。 報産業の育成及び地域経済の振興に寄与す

相対的に資金を有していると考えられる ると考えられるほか、景気後退の影響等に

既存の企業の出資法人に対しては、賃料等 より賃料が企業進出に影響を与える現状に

の割引や無料のコンサルティング派遣事業 あることから、入居スペースの余裕及び景

は行わず、適正な賃料を得る純粋な貸オフ 気動向等を踏まえた対応を検討します。

ィス事業として実施することが望ましいと なお、既存企業の子会社等に対するコン

考えられる。 サルティング派遣事業については、余裕が

ある場合に限り必要な支援を行うことと

し、ベンチャー企業を優先して支援するこ

ととしました。

【ソフトピアジャパン進出企業販路開拓支 従来のメールマガジン、チラシ配布等で

援事業費補助金】 の周知方法に加え、企業訪問時等にも個別

財団としては当該補助金制度の活用が図 で他社の成功事例を説明しながら周知を行

られるよう企業に対する指導助言をしてい う等の指導助言を実施しました。

くことが望まれる。

【ソフトピアジャパン入居促進事業負担 負担金を支出している団体の事業内容を

金支出】 検討し、平成21年度も見直しを行い、2団

現在の財団の活動から見てすでに必要で 体を退会しました。

なくなった負担金支出があるか検討し、過

去に契約したから漫然と毎期支払うのでは
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なく、現状において必要な支出であるか見

直すことが望まれる。

【今後の課題】 財団が実施する研修等の状況や、現在使

今後、研修等の事業実施に必要な新しい 用しているＩＴ関連機器の耐用年数や性能

ＩＴ関連機器に更新して行くことが可能か 等を見極めつつ、計画的な更新を行うよう

どうかは不透明であり、補助が受けられず 努めます。

にそれらＩＴ関連機器の更新等が行われな

い場合は、財団の実施する事業に大きな支

障をきたす可能性があることに留意するこ

とが望まれる。

【ソフトピアジャパンプロジェクト】 岐阜県長期構想において示された、モノ

県は、ソフトピアジャパンプロジェクト づくり企業等におけるＩＴを活用した生産

を今後如何にするのかビジョンを明確にし 性向上を支援するために、中部圏のＩＴ人

県民に示す事が重要である。 材育成・供給拠点であるソフトピアジャパ

ンの活用を促進していくものとし、財団ホ

ームページやパンフレット等を通じた広報

に努めています。

（財）岐阜県建設研究センター（所管課：建設政策課）

意見の内容 左記に対して講じた措置

【研修開催費用の当初予算計上】 平成20年11月より予算化にあたっては事

予算計上時には研修回数や研修内容が決 前に関係機関と十分な協議を行っていま

定されておらず、形式的な積算を行ってい す。

る。

協賛の申し出がある関係機関と事前に開

催する研修内容を検討し、意味のある予算

作成が望まれる。

【人材チャレンジセンター事業の経営合 平成21年度からは研修開催にあたって

理化ＩＴ研修会】 は、余裕をもって関係機関と十分な事前打

予定していたCAD研修について応募者が 合せを行い実施します。

ゼロであったため、研修が開催されなかっ

たが、PCの借り上げ料についてキャンセル

料が10万円徴収された。

研修開催前に研修受講者を募り研修参加

人数をある程度、把握しておればキャンセ

ル料の発生は回避できたのではないかと思

われる。建設業協会関係者及び業者との余

裕を持った研修スケジュールを組み立てる

ことが望まれる。
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（財）岐阜県健康長寿財団（所管課：健康福祉政策課）

意見の内容 左記に対して講じた措置

【複十字シール募金特別会計 一般会計へ 他会計への繰出は(財)結核予防会の基準

の繰り入れ】 で認められている範囲で行い、結核予防の

他会計への繰出金は、結核予防に賛同し 目的に支出しています。当財団としては、

て寄附した人の意思に反して他の目的に支 意見を踏まえ特別会計の目的に沿った予算

出されるおそれもあることから、より慎重 執行を今後も行っていきます。

な対応が望まれる。

【事業成果の把握】 各地域友の会から定期的に活動報告を提

なるべく多くの活動実績を各地域リーダ 出させ、状況把握し、代表者会において役

ーから情報として拾い上げ、集計すること 員に各地域の活動状況表を配布し、情報を

によって、成果が上がっていることを把握 共有するとともに、会員を対象とした活動

するように努めるべきである。 報告会を行い、事業成果の把握と情報共有

また、これらの情報を公表することに に努めています。

より、横の繋がりを促進することもできる

と考えられることから、各地域活動の情報

交換の中心的存在になるよう努めていくこ

とが望ましい。

【会員が試食する料理の食材等】 平成21年度分から交付要綱において助成

実習に使用した食材等の材料費は、会 対象経費と対象外経費を明確にします。

員が試食するものであり、会員が直接受益

する性質の経費であるから、会員自身がそ

の経費を負担するのが適切なものであり、

少なくとも助成対象経費には含められない

ものと考えられる。よって、これが助成対

象外であるよう要綱上明記することが望ま

しい。

（財）岐阜県産業経済振興センター（所管課：商工政策課）

意見の内容 左記に対して講じた措置

【設備導入事業 延滞先を判断するための 平成21年度中に、債権分類の判断を客観

数値基準導入】 的に行うように原契約に定める毎月の返済

毎月の返済予定額に対する一定率を定 額に対する一定率を検討し、内規を定める

め、これを超える水準で毎月の返済がある こととします。

場合には、これを延滞と看做さないとする

数値基準を導入することによって、各債務

者の取り扱いの客観性と公平性を高めるこ

とが望ましい。

【随意契約】 財団内での契約審査会に諮り、変更可能

今後も業務単位や委託内容を逐次見直 な業務である場合は、入札に変更します。
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し、原則である入札に変更可能な業務は入

札に変更することが望まれる。

【新事業育成強化事業におけるベンチャー 当事業は、平成20年度をもって終了しま

企業マーケティングリサーチの対象企業】 した。

岐阜県内のベンチャー企業の発展という

目的を達成するためには、「岐阜県内の中

小企業者及び個人事業者で新規事業・新製

品の市場調査を必要とする者」程度に対象

者を広げ、その上で適切な対象企業を選定

することが望ましいと考える。

（財）岐阜県イベント・スポーツ振興事業団（所管課：スポーツ健康課）

意見の内容 左記に対して講じた措置

【相撲施設等低稼働設備のあり方】 相撲施設に限らず、岐阜メモリアルセン

相撲設備は著しく稼働率が低く、過去5 ターの諸施設の稼働率については、毎年県

年間を通じて利用率は1％台に留まってい へ報告しており、県も相撲施設の稼働状況

る。 は把握しているところです。

公費を投じる以上、費用対効果も考えな 財団としても、相撲の関連団体へは、積

ければならない。 極的な施設利用を促しているところです

財団が過去の利用状況を踏まえて、省略 が、今後も有効な利用策を検討し費用対効

または簡易な代替設備でよいものについて 果の向上を図ります。

はその旨県に対して具申することにより、

建設資金の効果的な投入に寄与し、将来的

な費用対効果の向上に貢献することが望ま

しい。

【プロパー職員の処遇】 事業団での昇任については、県職員の基

実質的にはプロパー職員の果たしている 準を参考にして検討を行い、職務に精励し

役割が大きいと考えられる。こうしたプロ ていると認められる職員1名について、平

パー職員の業務に対する意欲をより向上さ 成20年度に主任への昇任を認めました。

せて組織の活力を高め、もってイベントや 今後もプロパー職員の業務に対する意欲

スポーツの振興に資するためには、プロパ を高めるなど、積極的な人材育成に努め、

ー職員の昇進余地を拡大するという観点か イベント・スポーツの振興を推進します。

らも動機付けが必要であると考える。

【利用機会の拡大】 財団のホームページに各施設の使用状況

利用機会の拡大については、県の収入増 を掲示し、県民が利用しやすい環境にして

に繋がることから、より積極的な利用拡大 います。プロスポーツについては、財団が

に努力していく必要がある。 誘致し、野球、バレーボール、バスケット

ボールなどの試合を行っているところで

す。

また、県民にもっと利用しやすい施設と
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するため、県において都市公園条例を改正

し、ぎふメモリアルセンター「で愛ドーム」

の弾力的な施設運営が図られるよう、使用

区分をフロアの2分の1及び3分の1の使用が

可能となりました。これにより、さらなる

利用機会の拡大に繋がるものと期待してい

ます。

（財）岐阜県研究開発財団（所管課：研究開発課）

意見の内容 左記に対して講じた措置

【補助金の窓口】 補助金については、それぞれの事業目的

財団の補助金の窓口は、研究開発課と産 に添って事業執行、精算行為が必要になる

業政策課の2つの課があり、交付申請を行 ため、窓口を一本化しても事務量的に変化

う財団本部の総務部門において事務負担が することはありません。

大きくなっているとのことである。 なお、財団の事務的負担を考慮して、交

補助金窓口の一括化により、財団の事務 付申請や実績報告については、事業計画書、

負担の削減が可能となり、人件費の節減に 実績報告書を使用しております。

もつながると考えられるため、その実現に

むけて検討してほしい。

【サイエンスショーの新テーマ】 県財政硬直化の折、早急な新プログラム

パフォーマーの役割に若干のトークや解 の作成は困難ですが、テーマの選定、シス

説も加えるなど、マンパワーの比重を高め テム構成、上演方式等について、低コスト

ることによって新たなテーマを低コストで でよりよいものを作るための方策を検討し

作成することは可能であると思われる。こ ます。

うした方法により技術進歩に応じた柔軟な

テーマの取捨選択を行い、時代に合った実

験の実演を続けていくことが望ましい。

【特殊装置のメンテナンス業務】 液体窒素製造装置は、各実験等で使用

毎年発生するランニングコストを考慮す する液体窒素の製造や液体窒素の製造工程

ると、外部から実験等に必要な分だけ液体 等を見せて体験させる教材として設置して

窒素を購入する方が経済的である可能性が きましたが、厳しい財政事情から経費削減

高いので、一度具体的に概算値を算出し比 をするため平成21年度からコスト面で経済

較検討するのが望ましい。 的な随時購入としました。

【委託業務単位】 平成21年度から設備運転管理・保守点検

設備運転管理・保守点検業務と電気設備 業務と電気設備保安管理業務を一括して一

保安管理業務を区別しているが、これらの 本の委託業務として発注・契約しました。

業務は一括して一本の委託業務とした方が なお、前払いは行いません。

手続上効率的であるし経済的であると考え

られるため、一度検討するのが望ましい。
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また、電気設備保安管理業務の方は先方

からの要請で委託料の前払いが行われてい

るが、できる限り前払いは避けるのが望ま

しい。

【国際バイオ研究所 自主財源の確保】 国等の公募型研究開発事業に積極的に応

当研究所は実用化を念頭においた応用研 募し、民間企業からの受託研究事業の確保

究を中心に取り組んでいることから、県か にも努めています。

らの補助金に依存するのではなく、民間企 ・平成20年度に採択を受けた公募型研究

業等から受託して研究活動を行う形態のほ （課題）マイクロRNAを用いた制がん戦略

うが相応しいと言える。今後も民間受託事 （委 託 者）(独)科学技術振興機構（JST）

業を伸ばしていくことにより自主財源の確 （課題）異物代謝酵素・抗酸化酸素の発見

保を図っていくことが望ましい。 を誘導するファイトケミカルの探索

（委 託 者）(独)科学技術振興機構（JST）

・県内企業５社から研究を受託

【年度末日直前の研究資材の購入】 毎月開催する研究所定例会議で予算の執

研究資材等購入支出について、年度末 行状況を報告し、研究員との連携を十分に

日直前の3月26日、28日および31日に納品 図り、計画的な執行に努めています。

された研究資材があった。また、予算・決

算対比でみると、予算残額はごく僅かであ

った。

予算の使い切りのために翌年度使用分ま

で購入したのではないか、当該年度中の研

究に実際に費消されていないのではないか

との疑いが残る。

今後は、翌年度においてなされる研究

に使用するための研究資材等を当年度中に

前倒しで購入しないよう内部で周知徹底す

るとともに、その管理方法について検討し

てほしい。

【試薬等の購入】 競争性をより高めるため相見積り先業者

試薬等の購入について、相見積り先を増 を追加しました。

やすかある程度の頻度で入れ替えるのが好 また、研究（実験）の経過を見ながら試

ましい。また、毎週のように購入している 薬等を替えていくことが多いことから月単

月もありその度に見積りをとっているが、 位でまとめての購入は困難ですが、使用頻

月単位でまとめて購入するなどした方が手 度の高い消耗品等について平成21年度から

間もかからず、よりディスカウントした金 単価契約を行いました。

額での購入を期待できると考える。

（財）岐阜県教育文化財団（所管課：人づくり文化課）

意見の内容 左記に対して講じた措置
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【岐阜県歴史資料館 館内展示の必要性】 岐阜県歴史資料館は、平成21年度から機

岐阜県歴史資料館は敢えて展示スペース 能を縮小し、展示業務は行わず、資料の保

を設けることなく、展示資料の貸出までに 存整理と閲覧業務を中心として運営を行う

留めても良いのではないかと考えられる。 こととしました。

【助成メニューの再編】 メニューについては、平成19年度に大幅

文化鑑賞事業助成や総合文化活動事業助 な見直しを行ったところであり、引き続き、

成については、1件当り助成額が5～6万円 統廃合を含め、検討・見直しを行っていき

台と少額であり、一方で対象団体数は、文 ます。

化鑑賞事業助成は12団体であり、特に総合

文化活動事業助成では132団体と多数に上

っている。

従事職員の事務負担は相当程度かかって

おり、財団職員の人件費を含めた実質的な

総コストは多額に上っており、より有効か

つ効率的な事業執行の余地があるものと考

えられる。

これらのメニューについては、文化振興

に対する県税の活用の有効性・効率性の観

点から、メニューの再編を検討してほしい。

（社）岐阜県森林公社（所管課：治山課）

意見の内容 左記に対して講じた措置

【保育保護事業費支出 随意契約の見直し】 利用間伐事業について、指名競争入札の

随意契約を見直し、指名競争入札を実施 導入を検討中です。その後他事業について

し、森林組合だけではなく民間業者による も検討します。

施業を実施するかまたは森林組合と民間業

者との共同による施業を行い、事業費（請

負契約金額）の削減を図ることを試みるこ

とは有益と考える。

民間業者との価格競争原理を取り入れ、従

来から当たり前とされてきた事業単価、工

数等を見直し事業費の節約努力が望まれ

る。

民間業者のノウハウを取り入れて少しで

も経費削減を行うことが望まれる。

【委託料 分収造林事業及び県営林受託事 委託業務は、土地所有者情報に精通して

業】 いる必要があり、また契約地の境界、歩道

分収造林事業、県営林受託事業の委託先 経路等に精通していることが必要であるた

はそのほとんどが属地森林組合であり、契 め、属地森林組合が実施していますが、経

約方法も1者随意契約である。 費削減の可能性について検討します。
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森林組合に対する委託料の見直しは近年

行われておらず、またどの委託契約も予定

価格と契約価格が近似している。そのため

今後は、入札の実施や森林組合に対する委

託料の見直しなど、経費削減の可能性を検

討することが望まれる。


